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平成２３年塩尻市議会９月定例会 

福祉教育委員会会議録 
 

○日  時  平成２３年９月１２日（月） 午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第 １号 平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出第２款総務費中１項総務管理

費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保

健福祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者医

療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運

営費、１０款教育費 

 議案第 ３号 平成２２年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第 ６号 平成２２年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第 ７号 平成２２年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第２７号 塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第１７号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 議案第１９号 平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中 歳出３款民生費、１０款教育費 

 議案第２１号 平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 請願９月第１号 少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関する請願 

 請願９月第２号 長野県独自の三十人規模（三十五人）学級の拡大及び定数内臨時採用の解消と県独自の教職

員配置増を求める意見書提出に関する請願 

 陳情９月第１号 私立高校に対する大幅公費助成をお願いする陳情 

○出席委員 

      委員長   山口  恵子 君         副委員長   宮田  伸子 君 

       委員   永田  公由 君           委員   金子  勝寿 君 

       委員   森川  雄三 君           委員   中原 巳年男 君 

       委員   鈴木  明子 君 

○欠席委員 

      なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した議員 

       請願紹介議員   西條  富雄 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○説明のために出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

      庶務係長  小澤  真由美 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時００分 開会 

○委員長 おはようございます。時間より少し早いですけれども、これから９月定例会の福祉教育委員会を開催

いたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日の委員は全員出席しております。なお、図書館長は

所用により欠席の届け出がありましたので御報告いたします。審査には、議案に関係する職員のみの出席といた

しますので、随時退室をしてください。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出２款総務費中１項総務管理費１

４目人権推進費及び１６目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉セ

ンター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者医療運営費及び

４項国民年金事務費を除く）、５款労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０款教育

費  

○委員長 それでは、前回に引き続き審査を行います。昨日の質疑の件で福祉課のほうより答弁がございますの

でお願いいたします。 

○福祉課長 それでは、ふれあいセンター洗馬の関係で資料をお配りしてもよろしいでしょうか。 

○委員長 はい。 

○福祉課長 それではお願いします。お手元にふれあいセンター洗馬の資料をお配りさせていただきました。そ

の中で、利用者と、その中でも入浴者についてそれぞれに平成２２年度と平成２３年度の月、それと一日当たり、

対前年度比の人数とあわせまして前年度比ということで載せさせていただきました。当初、大体半分くらいかな

ということで予想していたんですけれども、大体その線で動いているのかなと。やはり夏場、去年もそうでした

けれども、夏場においてはやはり入浴者数が減っているというところがあるところです。また、参考として、す

がのの郷の入浴者数を入れてありますけども、前年に比べましてひと月あたり１２１人ふえているということで、

少なからず、ふれあいセンター洗馬からすがのの郷へ動いている方もいるのかなというふうにとらえたところで

す。これによりまして、当初、収入見込み額ということで考えておりますのが６５０万円ということで、推移し

ていく中でこのような数に上るように社協とも相談をしていきたいんですけども、やはりこの施設の主な使い方

としましては、やはりこれからは、この施設を利用して、ささえあいマップのつくり方の講習だとか、ボランテ

ィアの研修だとか、そのようなものを主にこの施設において利用をしていきたいというふうに考えているところ

です。 

また、２点目として、外出支援の関係で概数について御質問があったと思います。運行日数ですけども、２９

７人で運行本数が５７１回となります。運転手さんが３人なんですけれども、持っている車、４台あるんですけ
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れども、このうち、軽が１台、普通車が２台の、ステーションワゴンが１台ということです。軽自動車と普通車

については、車いすが乗れるように造作をしてあると。それと、１台については身体障害者の移送車、ストレッ

チャーが入れるような仕組みでつくってありますので、それぞれ用途に応じて運行しているという状況ですので、

４台を３台にというのは少し難しいという状況です。以上です。 

○委員長 この件に関してはよろしいですかね。それでは、前回に引き続き、議案第１号中１０款教育費５項社

会教育費、６目青少年育成費、３０２ページから説明を求めます。 

○こども課長 それでは、今お話のありました３０２、３０３ページ中段からお願いいたします。第６目の青少

年育成費でございますけれども、決算額１，２３８万円余。こちらにつきましては、青少年の補導活動、それか

ら健全育成と環境浄化推進をしたものでございます。 

備考欄の最初の丸に委員等報酬がございます。一番目の中点、補導委員報酬として９８人分がございますが、

これを１４班編成いたしまして、非行の早期発見、あるいは街頭補導、列車補導、一般店舗の巡回という活動を

実施したものでございます。なおこの活動の中で有害自販機につきましても、設置状況あるいは商品の点検等の

活動を実施しているところでございまして、現在、規制条例に基づきまして販売業者の指導を徹底しているもの

でございますけれども、規制対象となる商品につきましては販売している自販機はないという、ゼロ台という状

況で維持をしています。しかしながら、下着あるいは衣類などを販売する自販機がございますので、こちらにつ

いて引き続き監視を強化しながら、撤去要請を重ねてまいっているところでございます。 

次の丸に青少年育成事業諸経費がございます。１７１万円余でございますけれども、こちらにつきましては、

健全育成のための啓発事業及び柏茂会館の管理費が主なものでございます。６番目の中点に印刷製本費がござい

ますけれども、地域と青少年のかかわりが深まりますよう、情報誌青少年を２回全戸配布しているものでござい

ます。 

一番下の丸、青少年育成事業補助金５５８万円余がございますけれども、地域の健全育成事業を促進するため

に３つ目の中点、一番下ですが、青少年健全育成事業補助金４９８万円余が主なものでございますが、市内１０

地区の連絡協議会、これを通じまして各区の子供会育成会の活動を支援しているものでございます。次のページ

３０４、３０５ページ、３０５ページ備考欄をお願いいたしますけれども、最後の中点、こども居場所づくり補

助金でございますけれども、こちらにつきましては、吉田地区の記載がございますけれども、全４地区８教室で

の活動について支援をしたものでございますのでお願いします。 

○平出博物館長 引き続きまして同じページの７目文化財保護費をお願いします。決算説明資料６６ページにな

ります。２つ目の白丸、発掘調査事業ですが、昨年度は平出遺跡の整備工事の中で、縄文土器を大量に投棄し、

廃絶住居のレプリカを作製し、野外展示をしましたが、その整備に伴い住居跡周辺を１５０平方メートル調査し

たものでございます。また、開発行為に伴います埋蔵文化財の保護措置としまして、公共事業１０件、個人住宅

６１件の照会がありまして、このうち、工事立ち会い１３件、試掘調査２件を実施しました。２つ目の黒ポツ、

臨時作業員賃金ですが、現場の発掘調査にかかわった作業員が一日６，２００円の延べ２１１．５人。また、整

理作業が一日６，１００円の延べ８４８．５人で、この整理作業はこれまでの平出遺跡の発掘調査にかかわる図

面整理、出土品の整理が主なものでございます。４つ下の印刷製本費ですけれども、発掘成果をまとめました報

告書３００部の印刷費が主なものでございます。 



 4 

○文化財担当課長 同じく７目文化財保護費中、３つ目の白丸、文化財管理事業諸経費７４２万円余をお願いい

たします。決算書では３０５ページの備考欄、決算説明資料につきましては６５ページになります。２つ目の黒

ポツ、費用弁償につきましては、文化財保護審議会委員の費用弁償と、国指定文化財、国登録文化財、指定確認

などの文化庁調査官の費用弁償によるものです。６つ目の黒ポツ、営繕修繕料につきましては、指定文化財説明

板の小破修繕にかかわるものです。次、指定文化財保護補助金につきましては、１６件の指定文化財の保護、維

持にかかわる事業に補助を行いました。８つ目、指定文化財修理補助金につきましては、平成２１年度から着手

いたしました国指定重要文化財小野家住宅の半解体修復工事にかかわる市負担分の補助金であります。平成２２

年度９，０００万円の事業費中、国８５％、県５％、市７％、所有者３％のうち、７％分６３０万円ということ

でよろしくお願いいたします。 

○平出博物館長 その２つ下の白丸、史跡平出遺跡指定地公有化整備事業をお願いします。整備内容でございま

すけれども、平安時代の建物の復元が２棟、盛土３,４１０立方メートル、土器廃棄状態のレプリカ展示２基、植

栽工、古墳時代の村の防火防犯設備の設置が主な内容でございます。中段の設計監理委託料ですが、実施設計に

つきましては、今年度平成２３年度工事分の土工事、植栽、説明施設、平安時代の村の防火防犯設備が対象とな

っております。その下の監理業務でございますけれども、恐れ入りますが管理の管という字が間違ってございま

す。御訂正ください。監督の監です。環境整備工事４件の内容につきましては、説明資料に６６ページの上から

２つ目、または工事請負費等明細書の４４ページを御参照願います。以上です。 

○文化財担当課長 １枚おめくりいただきまして、７目の古文書室運営諸経費８９万円余をお願いいたします。

備考欄としては３０７ページ、決算説明資料としては６６ページになります。市に寄贈されました１６家の謹製

文書の分類、目録作成にかかわる臨時作業員１名の作業賃金が主で、１４家の貴重な古文書資料の整理、目録作

製が完了いたしております。以上です。 

○男女共同参画・人権課長 続きまして第８目男女参画推進費でございます。同じページ３０６、３０７ページ、

それから３０９ページとなります。まず３０７ページ一番上の白丸、委員等報酬でございます。この２つ目、女

性相談員報酬１名分ということですが、こちらのほうは週３回、月水金に女性相談、電話相談あるいは面接等行

っている相談員の費用となります。 

３つ目の白丸になります。やさしく女と男推進事業、こちらにつきましては、市民グループとの協働によりま

す研修会等を行っているものでございまして、人材の育成、啓発活動を行っているものでございます。昨年度は

男女共同参画推進交流会、女と男２１世紀セミナーほか、宗賀地区、洗馬地区におきまして井戸端会議を開催し

たものでございます。 

次の白丸、男女共同参画啓発事業でございます。こちらにつきましては、駅前等での街頭啓発活動、あるいは

企業セミナーの開催、昨年は豊かな心を育む市民の集いを開催しております。また男女共同参画の情報誌「共に」

の発行を年２回行っております。この中の４つ目の黒ポツになります。男女共同参画基本計画策定部会委員謝礼

でございます。１２万円余になりますけれど、こちらの関係につきましては昨年度、第３次塩尻市男女共同参画

基本計画を策定しております。こちらのほうの策定部会ということで８名御協力いただきました謝礼でございま

す。この一番下の黒ポツになります。講演企画委託料、こちらにつきましては、昨年行われました男女共同参画

課と人権推進室、こども課の３課で合同で開催いたしております、豊かな心を育む市民の集いでの講演の委託料
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でございます。 

次の白丸、一番下になりますけども、男女共同参画推進事業補助金。こちらにつきましては、次の３０９ペー

ジのほうになりますけども、一番上の黒ポツ、男女共同参画推進事業補助金、こちらにつきましては、市内で活

動されている団体２団体に対しまして事業の２分の１の補助を行ったものでございます。その下の国内研修参加

補助金につきましては、昨年行われました日本女性会議、京都で行われましたが、そちらのほうへ派遣された市

民の方２名分への補助ということでお出ししたものでございます。以上です。 

○社会教育課長 それでは、続きまして９目短歌館費について御説明申し上げます。決算書の３０９ページ、そ

れから決算説明資料６６ページをごらんいただきたいと思います。まず最初の白丸、委員等報酬でございますが、

これにつきましては短歌館の協議会の委員、それから職員、嘱託員２名分の給料でございます。 

次の白丸、短歌館運営諸経費につきましては、短歌館の運営にかかわる経費全体でございます。上から３つ目、

講師謝礼でございますけれども、９４万２，０００円。これにつきましては、短歌大学等の講師の謝礼でござい

まして、短歌大学につきましては、短歌フォーラムの選者を中心とした歌人の皆様を講師として５回開催いたし

ました。延べで４６４人の方が受講をいたしました。短歌館では、そのほかに企画展を３回開催いたしました。

利用状況につきましては説明資料をごらんいただきたいと思います。それから短歌館全体の入場者等につきまし

ては、説明資料の２３ページをごらんいただきたいと思います。学習関連施設の利用状況の一覧になっておりま

すのでお願いします。昨年度の入館者数については５，４３５人、前年より５５５人の減。それから前年比で９

０.７３％という状況でございました。 

続きまして次のページをごらんいただきたいと思います。１０目の自然博物館について御説明を申し上げます。

最初の白丸、嘱託員報酬につきましては、自然博物館の職員２名分でございます。 

次の自然博物館運営諸経費でございますけども、これにつきましては、自然博物館の運営にかかわる経費にな

ります。中身で、中ほどに印刷製本費がございますけども、印刷製本費７１万８，０００円余につきましては、

紀要の発行。これは年１回２００部を発行しております。それから館報５００部を発行しています。これが主な

内容になっております。自然博物館につきましては、企画展を年４回開催しております。そのほか自然科学講座、

自然観察会などを開催して、利用者のための講座等を開催してきております。年間の入館者数につきましては、

説明資料２３ページをごらんいただきたいと思いますけれども、昨年度６，０２３人の入館者がございまして、

全体で前年よりも４３７人減で、前年比では９３．２４％になっております。以上です。 

○平出博物館長 続きまして同じページの１１目本洗馬歴史の里運営費ですが、決算説明資料の同じページの上

から２つ目となっております。昨年度の入館者数につきましては２，０１８人ということで、対前年、若干の減

になっております。 

２つ目の白丸、運営諸経費中、次の３１３ページをお願いします。２つ目の黒ポツの講師謝礼ですが、資料館

主催の釜井庵寺子屋塾３回、洗馬歴史講演会、陶芸教室、工芸教室の講師謝礼でございます。下から２行目、和

兵衛窯周辺整備工事につきましては、和兵衛窯のある斜面の土どめが老朽化に伴いまして丸太のさくを３０メー

トル分改修したものでございます。 

○文化財担当課長 それでは、私のほうからは、１２目町並み保存推進費をお願いいたします。決算書では３１

３ページから３１５ページ、決算説明資料につきましては６７ページになりますのでよろしくお願いいたします。
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国選定の重要伝統的建造物群保存地区、奈良井・木曽平沢２地区における文化財の保護事業であります。２番目

の白丸、町並み保存推進事業費３６万円余ですが、伝建事業の総務費に当たるもので伝建協、伝統的建造物群保

存協議会の負担金や、伝建協の総会に参加する参加費、関東甲信越ブロック会議、伝建地区保護行政研修会など

にかかわる普通旅費などが主たるものであります。 

次の白丸、重伝建整備事業３,５１１万円余ですが、主に伝建地区、奈良井・木曽平沢、両地区の修理・修景事

業に関する間接補助事業です。奈良井、修理１件、修景１件、木曽平沢、修理２件、修景３件、計７件の伝建の

整備費に充てたものでございます。以上です。 

○社会教育課長 それでは続きまして、１３目楢川地区文化施設運営費について御説明申し上げます。決算書３

１５ページ、それから決算説明資料は６７ページとなりますのでお願いします。最初の白丸、委員等報酬につき

ましては、楢川地区の文化施設と文化施設協議会の委員報酬。それから、楢川地区につきましては４館で館長一

人という形をとりますので、館長の報酬です。 

次の白丸、楢川歴史民俗資料館運営諸経費につきましては、歴史民族資料館の運営にかかわる経費でございま

す。楢川歴史民族資料館は、奈良井宿や木曽の生活文化を学ぶ施設として運営をしてまいりました。年間の入館

者数については、決算説明資料２３ページをごらんいただきたいと思いますが、平成２２年度については３，５

１６人、前年に比べて１９０人の減でございました。 

続きまして次の白丸、中村邸運営諸経費につきましては、中村邸の運営にかかわる部分でございまして、奈良

井宿の中にある市の有形文化財に指定された町家を公開しております。昨年の入館者数につきましては、２万２

３９人、前年よりも５９５人の減でございました。 

次の一番下の白丸、贄川関所・木曽考古館運営諸経費につきましては、当資料館の運営にかかわる経費でござ

います。贄川関所の復元をした資料館、それから地下には木曽の考古関係の資料を展示をしてきております。年

間の入館者数につきましては、入館者数が１，９４１人、前年比で１，０４５人の減となりました。 

次のページめくっていただいて３１７ページ、木曽漆器館運営諸経費でございますけども、木曽漆器館運営諸

経費につきましては、木曽漆器の製作工程や漆器作品の展示、それから漆塗りの体験講座等を開催をして漆器文

化の振興を図ってまいりました。年間の入館者数ですが、３，６９１人、前年よりも３５１人の増となりました。 

一番下の白丸、木曽漆器館運営諸経費（繰越）につきましては、漆器作品の展示ケース内の照明器具をＬＥＤ

照明に交換いたしました。これにより、作品等の劣化等の防止、それから節電を図ってきたところでございます。

全体的に木曽の４館につきましては、総体で入館数が２万９，３８７人ということで、前年よりも１，４００人

ほど減少しているということで、生涯学習部関係の資料館については全体的に、平成２２年度については前年よ

り減少したという状況でございます。 

続きまして、１４目芸術文化費でございます。芸術文化費については、３１７ページの一番下の段と説明資料

について御説明申し上げます。まず、芸術文化事業の２番目の講師謝礼４万円でございますけども、これについ

ては芸術文化研修事業ということで、リズムクリニックを４回開催して、プロのドラマーを呼んで研修をいたし

ました。続きまして一番下の黒ポツの芸術文化事業委託料でございますけども２４５万円。これにつきましては、

市内の芸術文化活動の発表の場としての春の市民芸術祭、秋の市民文化祭、市民音楽祭等の開催をいたしまして、

これは塩尻市芸術文化振興協会に委託したものでございます。その事業によりまして芸術文化の振興が図られま
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した。続きまして次のページめくっていただいて、芸術文化事業補助金につきましては、第１５回塩尻童謡・唱

歌まつりの開催について補助をしたものでございます。この補助金については、市内の芸術団体が自分たちの事

業の成果等を発表する際に補助しているというものです。以上です。 

○委員長 はい、引き続きお願いします。 

○生涯学習部長 私からお願いがございます。スポーツにかかわる健康、体育にかかわる説明でございますけど、

濱課長まだ若干声がですね、まだ支障がございまして、それぞれ係長のほうから御説明させていただきますので、

よろしくどうぞお願いします。 

○スポーツ振興係長 よろしくお願いします。それでは御説明させていただきます。６項保健体育費の説明を申

し上げます。決算書３１８ページから３２３ページをお願いいたします。決算説明資料は６８ページでございま

す。また体育施設利用状況につきましては２４ページに載っております。では、決算書３１８、３１９ページを

お願いいたします。１目保健体育総務費の委員等報酬につきましては、生涯スポーツ推進のために委嘱している

体育指導委員３１名とスポーツ普及員２７名の報酬でございます。 

次に上から４つ目の白丸になりますけども、保健体育総務補助費の中の体育事業推進協力者等謝礼につきまし

ては、中学校部活動の補助者の謝礼及び学校開放小中学校正副利用委員長への謝礼、１校当たり２人の１５校分

３０人分になります。次に、その下の５つ目の黒ポツです。全国大会出場交付金につきましては、国体等の全国

大会出場者１０６人に記念品等をお渡してあります。 

次に３２１ページをおめくり願います。上の丸印で、市民スポーツ振興事業の中の上から５つ目の黒ポツにな

ります。健康スポーツ都市宣言事業委託料は、平成元年の健康スポーツ都市宣言を契機に始まりましたファミリ

ースポレクフェスティバルの委託料で、参加人数につきましては延べですが、１，７００人に御来場いただきま

した。こちらはファミリースポレクフェスティバルの実行委員会へお支払いをしたものです。その下の黒ポツ、

体育振興事業委託料は体育協会競技部の事業経費で、体育協会へお支払いしたものです。体協競技事業の２５７

事業が行われております。その下の黒ポツ、健康体力づくり推進事業委託料の主なものとしましては、第２回塩

尻ぶどうの郷ロードレース実施のためでありまして、実行委員会へお支払いしております。昨年は２，０１７人

がエントリーをいただき、盛大に開催をさせていただきました。その下の黒ポツ、地区体育振興事業委託料につ

きましては、市内１０地区のスポーツ振興事業を地区体育協会へ委託したものでございます。地区体協１４５事

業になります。一番下の黒ポツ、体育協会活動補助金につきましては、体育協会の事務局運営の安定や運動推進

のための経費を補助いたしました。 

○体育施設係長 続きまして次の丸、塩尻トレーニングプラザ管理運営費の中の指定管理委託料につきましては、

指定管理制度により財団法人体力づくり指導協会へ管理運営のための委託料を支出したものでございます。年間

３万４，９５６人の御利用がございました。 

次に２目体育施設費でございます。体育施設を管理していく上での経費でございます。２つ目の丸、体育施設

管理諸経費の臨時職員賃金につきましては、小坂田市民プールの臨時職員１２名分の賃金でございます。その下

の丸、臨時作業員賃金は、同じく小坂田市民プールのアルバイト９名分の賃金が含まれるものでございます。２

万３，９７１人の方に御利用いただきました。 

２つ目の丸、体育施設管理諸経費の上から６つ目の電力使用料につきましては、市内体育施設全般の電気料金
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でございます。次に、３２３ページをお願いいたします。上から２番目の体育施設管理委託料につきましては、

内訳といたしまして、管理運営業務委託として体育館、市営球場、中央スポーツ公園などの管理を体育協会へ委

託したものでございます。次の体育施設整備委託料につきましては、グラウンド整備、草刈り、せん定等をシル

バー人材センターへ委託したものでございます。次の北部公園テニスコート施設管理業務委託料は、コート内の

砂上げ、引きならし、除草等を広丘テニスクラブに委託したものでございます。その下６つほど下がりまして、

中央スポーツ公園サッカー場芝管理委託料につきましては、天然芝の維持のための経費でございまして、良好な

維持管理と環境整備に努め利用者の利便が図られたものでございます。 

３つ目の丸、体育施設整備事業でございます。中央スポーツ公園整備工事につきましては、ちびっこ広場にあ

りますスイングポールという遊具の改修をしたものでございます。その下の学校夜間照明整備工事につきまして

は、洗馬小学校のグラウンド照明改修工事を実施したものでございます。 

最後の丸、体育施設管理諸経費、繰越分につきましては、平成２１年度からの繰越分でありまして、国の臨時

交付金の充当事業の一部であり、体育施設全般の修繕を行ったものでございます。以上でございます。 

○委員長 それでは質疑を行います。ただいま説明を受けた範囲で質問のある方は挙手をお願いします。 

○副委員長 ３０５ページのこどもの居場所づくり補助金のところですが、先ほど吉田地区とほか３件とおっし

ゃった、ほか３件の地区を教えてください。 

○こども課長 係長からお答えします。 

○青少年係長 吉田地区のほか、塩尻東地区、広丘地区、楢川地区、合計４地区でございます。 

○副委員長 ありがとうございます。 

○永田公由委員 ３０５ページの平出遺跡公有化整備事業の関係で、環境整備工事４カ所、これはあれですか、

いつ入札をされてますか。わかりますか、これ。 

○平出博物館長 工事費、工事請負費等明細書、こちらの４４ページにごさいますけれども、上から４行目から

７行目まで。この４件になります。国庫補助をいただいている大きな工事、土工事、建築工事、電気通信工事、

こちらにつきましては８月の終わり、１件は８月２６日から、２件は８月３１日から。 

○永田公由委員 それはわかる、工事はね。工事はわかるんだけど、要は、これ繰越明許じゃないよね。 

○平出博物館長 違います。 

○永田公由委員 新年度になってから、やったってことだよね。 

○平出博物館長 単年度工事です。 

○永田公由委員 そうするとね、これ予算が７，８５０万円で、実際にその支払った額と４件合わせて５，１５

０円しか違わないんですね。これ、随契じゃなくて入札でやってるよね。 

○平出博物館長 ええ。入札でやらしていただきました。入札差金につきましては、国のほうの補助金の変更等

の関係がございまして、例年翌年度の分の工事分を先行で変更契約でやらせていただきまして、をつけてやらせ

ていただいております。 

○永田公由委員 もしね、まあこれ、わかればその入札のね、状況がわかれば、資料回収してもらっていいんだ

けど、後でちょっと財政からもらってくれる。ていうのは、あまりにもね、予算に対して工事費が、４工事で、

５，１５０円しか違わないっていうのが、ほとんど予算どおり落ちてるってような形になっちゃうもんでね。も
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し、資料として見るだけでいいもんで、出せたら出していただければ。 

○平出博物館長 じゃあ、用意させます。落札率ですけれども、９２から９６％ぐらいで落ちているということ

です。 

○永田公由委員 ９９．９％。これはほぼ１００％に近いね、予算に対して。まあ一度出してもらってよ。 

○平出博物館長 はい。最終的には入札差金分、約２００万円分くらい出ましたが、その分は変更契約をさせて

いただきまして、ほぼ予算額に近い数字で最終的に執行させていただいております。 

○永田公由委員 変更工事ってことは、要するに増し工事をやったってことだよね。 

○平出博物館長 はい。 

○永田公由委員 これに関連してね、まあ一応失火っていうことで、子供たち２人の親から弁償金をもらってい

るよね。決算でいくと４４万円入っているんだけど、これは要するに何年かに分けて払ってもらうということで、

１００％入っているということですか、その年払い分としては。 

○平出博物館長 お二人から、一昨年度から返済をいただいております。返済というか弁償をいただいておりま

す。１名につきましては、当初の支払い計画どおりに納めていただいておりますけども、１名の方、ちょっと家

庭事情が不安定になっていまして昨年度全額ちょっと払っていただかなかった経過がございます。今年度になり

ましてまた、家族の方とちょっと話し合いを進める中で、まず返済ということで現在進めておりますけども。そ

んな状況でございます。 

○永田公由委員 それはあれかね、毎月の支払いってこと、じゃなくて年払い。 

○平出博物館長 支払い計画によりますと、１名の方は年１回払い、１名の方は毎月払いということでお約束を

いただいております。 

○委員長 ほかに委員より質問はございますか。 

○鈴木明子委員 保健体育総務費のところで、３１９ページ。委員等の報酬っていうところで、体育指導委員と

スポーツ普及員っていう方たちがいらっしゃいますけども、こうした皆さんは、なにかどういった資格というか、

研修を受けられたとか、もともとそういう関係の仕事をされていたとかいうような方なのか、また市民の中でそ

ういうことができるという人にお願いしているのか、どういうような形でお願いをしているのかちょっとお聞き

きしたいんですが。 

○スポーツ振興係長 御質問にありました体育指導委員さんとスポーツ普及員さんですけれども、地区の体協か

ら御推薦をいただきまして、そちらでうちのほうから委嘱をさせていただいております。ですので、特別な資格

があって出てきていただくというものではございませんので、よろしくお願いいたします。 

○鈴木明子委員 こうした皆さんは、指導員となられて活動されるに当たって、県とかが主催するようなそうい

った研修とかを受ける機会とか、そういうものはおありになるんですか。 

○スポーツ振興係長 体育指導委員の方につきましては、県の指導委員研究会また女性のみの体育指導委員研修

会がありまして、また関東とあと全国の研修大会もございます。あとはですね、独自で、自分たちで研修会等を

開いたりしております。普及員につきましては塩尻市独自の制度ですので、そういったものはないんですけれど

も、自分たちで研修会を開いたりということで研鑽に努めていただいております。 

○委員長 済みません、私の方から、今の件で関連ですけれども、体協の地区から推薦っていうことですが、こ
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れを推薦を受ける上での資格ですとか、あと普及員または委員になった時の任期の年数が、期限があるのかどう

か、その辺をお聞かせください。 

○スポーツ振興係長 特に資格的なもので推薦をいただくことは特にないです。特に何かの資格があってという

ことはないんですけれども、地区の体協等でスポーツにかかわって活躍される方が出ていただいているのではな

いかと思っております。あと任期につきましては３年任期になっております。どちらも今年が委嘱の初年度にな

っております。 

○森川雄三委員 文化財の関係でね、前の質問の中でも、本市は国、県、市の指定されている文化財含めて８９

件というようなお話をお聞きして、同等の市の中では大変そういった貴重な文化財等があるというようなことで

もって聞いておりますが、またそんな中で、建物が２７件でしたっけ、そのくらい。建物が２７件というような

お話だったんですけど。当時、いわゆる今回の小野邸の改修もあったようでありますけれども、小野家の。いわ

ゆる文化財施設のネットワークというか、なんかそういうチームというかお仲間をつくって、みんなで盛り上げ

ていこうというようなお話も何となくお聞きしたような気がしたが、その点どんなふうになっておられるのか。 

○文化財担当課長 まず最初のお尋ねでございますが、本市がですね、全国レベルでも文化財・建造物、大変密

度の濃い自治体であることは、委員のおっしゃるとおりでございます。伝建地区が２つあるのも全国規模で言え

ば、金沢、京都、萩等に次ぎまして複数保有であります。また建造物につきましては、国・県・市の文化財、ト

ータルで１７件ございます。これもやはり、国の重要文化財認可が６件あるということにつきましては、全国で

も一番が奈良県の橿原市の今井町というところの数ですが、それに次いで３番か４番という、全国でもそのよう

な規模と聞いております。 

これらにつきまして、建物につきまして、そのような保有している所有者の皆さんのネットワークはいかがと

いうお尋ねかと思います。これにつきましては、塩尻市重要文化財認可の会というものを組織させていただいて

おりまして、それぞれの皆さんの所有に関する悩み、あるいは修理規模、あるいは公開等についてどのような方

策があるかというようなことを協議させていただいておりますが、いずれにいたしましても、すべてが６件とも

個人所有でありますので、現在ここに住まわれていない方もいらっしゃり、前向きに公開を検討されていらっし

ゃる家もありますので、そういうようなところをさらにですね、徐々に徐々に御理解いただく中で、公有化して

ない、それら私物である重要文化財を公開していくというようなことを検討させていただいておるというところ

が現状であります。以上です。 

○森川雄三委員 なかなか個人の家ったってね、それぞれの御事情があってネットワーク化というか、協議会も

難しいかもしれないけれども、せっかくのそういう重文の建物、何とかそれは生かしていただきたいなと思うわ

けだし。その点、市の観光と言われている中でにおいてですね、生涯課の皆さんに観光事業までというのも、な

んとは思いますけどね、ただいずれにしても、縦割り行政じゃなくてね、やはりそこら辺も含めた経済部とのつ

ながりを見ながら、いわゆるそういった一連の流れというかね、そういう出回れるようなシステムをさらに研究

をしてもらわなきゃいけないと思うし、何というかね、個人の物だで向こうの理解を得るまでどうしても説得を

していかなきゃならない場面もあるけど、ただそれを待っとってではですね、これはなかなか進んでいかないと

思うので、やはり積極的にアピールをしていく必要がありはしないかと、そんなふうに思うんですけど、その点

いかがですか。 
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○文化財担当課長 委員おっしゃるとおりだと思います。ちょっと一例を挙げさせていただきますと、現在、修

理、半解体工事を進めております小野家さんにつきましては、昭和４８年に指定をいただきまして、この間の平

成２１年に追加指定をいただくまで、ほとんど公開はされておりませんでした。それでですね、今回この修理に

当たるにつきまして、追加指定をいただき、そこまで修理をさせていただいて、なおかつ復元という手法をもっ

て江戸時代後期の形が見えてきました。その時に、所有者がどのようなことをおっしゃっているかと申しますと、

これを機会にですね、公開の重要文化財にしたいということ、そして公にするということはですね、ある程度危

険も伴いますので、防火管理者というようなのを個人的に取っていただく必要があります。それにつきましても、

本人の、所有者の意思で、また経費でそれらを取っていただきまして、修理完了の暁にはそこが公開されるとい

うことであります。私どもの家、例えば私の家を今すぐ、ちょっとお宅おもしろい家だで見せておくれなと言わ

れたところで、私の、多分家内も私も含めてですね、それに対して見せるというのは難しいかと思います。しか

し、国の指定ということになりますと、それらやはり、私物であっても公の物であるということも、所有者は十

分理解されている中で、そのような点を理解を賜り、５０年を超えるものが文化財と言われるとするならば、そ

れらの理解にも時間はかかりますが、私ども鋭意努力をしてまいりたいと、このように考えております。 

 なお、重伝建の保存地区につきましては、景観保存ということでありますので、住まわなくていいものですか

ら、それらを活用いただくという点にさらに軸足をもっていっておりますので、今のような中では十分にその効

果が出てきておりますが、木曽平沢につきましては、今後その点について保存会の皆さんとも協議してまいりた

い。そのように考えております。以上でございます。 

○森川雄三委員 さっきの小野家だがね、国が８５％で本人は３％、市が７％っていうような。７％で６００万

って、１億近い銭ですよね。これは当然、やはり個人の物だが、国の物だし市の物だと言って、これは過言じゃ

ない。だで、そこら辺がね、いわゆる重文を持っている方々に、ぜひそういう活用方法もあるんだというような

ことを含めてですね、進めていただいて、ぜひそういうネットワーク化というか、これが一つの観光につながる

ような、最終的に事業には、私はもっていっていただきたいと思う。これは要望しておきます。 

 それから、重伝建の今お話あったけども、来年は、わかる、大体。まだわからない。 

○文化財担当課長 現在とりまとめ中でありますが、おおむね奈良井が３件、平沢４件が今、予算化に向けて設

計図、設計書及び文化庁の現地指導を賜っているところであります。少なくとも７件内外の数字にはできるとい

うように考えております。以上です。 

○森川雄三委員 もう１点。ことし、いわゆる「おひさま」効果っていうような形の中でね、奈良井宿があれだ

け注目を浴びて、お客も戻ってきておると。これを一過性じゃなくて、一つ、まだまだつなげてほしいというこ

とはどなたも望むところですが、平沢も重伝建で、今、すばらしい町並みをつくりつつあるんだよね。この接点

がね、やっぱりちょっと寂しさがあるんですよ、見ておって。あそこに信濃遊歩道が一つの、ある程度道として

はあるんですが、これはそちらのほうの関係になるのかどうか私はわからんが、建設課になるかどうか。ただ、

やはりそこら辺も含めてね、一緒になってどのようにお客を誘導できるような一つの、平沢の町並みもね、毎年

４件、５件、６件というような形でやっていけばもうすぐにですね、すばらしい町並みになっちゃうと思うんで

すよ。それ含めて、やっぱりね、上手につなげていくような考えというか、計画事業ってものをね、ぜひ進めて

いただきたいと思うんですよ。これは御答弁いいですけれども、ぜひそこのところもね、含めてしっかりと行政
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事業の中、計画の中へ収めていっていただきたいなと、このように思いますので。またそれぞれ提案はしてまい

りたいと思いますけれど、ぜひよろしくお願いいたしたい。要望でいいです。 

○委員長 じゃあ、要望ということで。ほかに。 

○副委員長 説明資料の２３ページ、生涯学習関連施設利用状況なんですが、全体的に利用者件数も、それから

入館料、入場者数というのがずっと減ってきてるんですけど、これは一昨年前のとの比較しかないんですが、こ

こ数年ずっと減ってきているのかということ。それから、減になっていることをどのように分析してらっしゃる

か、お聞かせください。 

○社会教育課長 全体的にはですね、平成２１年度については、木曽４館については、全体としては平成２０年

度よりも入館者数が増加しておりますので、その年の状況とかによっての変動というのは多分あるんだろうとい

うふうに考えております。ことしなんですけども、先ほど、「おひさま」効果というお話がありましたけども、や

はり全体的に相当数の入館者が、８月までについてはふえているという状況がやはりございます。ですから、そ

の時期だとか、シーズンの天候の状況、あるいはそれぞれの状況によって、入館者についてはある程度ばらつき

があるというように考えております。ですけども、施設の、文化施設等については、どうしてもその中身だとか

ですね、施設の充実度、あるいは、当然お金を払って入っていただくわけですから、サービスの状況とかという

のは、やはり常に向上していくということを念頭に置いて考えておりますので、そんな形で、先ほどもありまし

たが、「おひさま」効果の次への継続というものについても、やはり取り込んでいきたいというふうに考えており

ます。○平出博物館長 後段の減少の分析ですが、昨年度、私がほかの館とちょっと情報交換をする中で出た内

容ですけれども、これは塩尻市の内容ですけども、この内容については、県内外の博物館で結構見られる。とい

うことは、ほかの博物館も減少傾向にあったということをおっしゃってました。内容ですけども、一番の理由は、

昨年度は、自然現象ですけども、春４月５月の連休の時期の低温長雨、土日が雨ということですね。それから夏

の猛暑、３月の大震災、これによって人出が非常に少なかったと。これは奈良、京都あたりの観光地でも言って

いました。その自然現象が、昨年度、大分影響があったのではないかなというようなことが、一つ分析としてあ

ります。 

それから、直接関係するかどうかちょっとまだはっきりしたところが出てないんですけども、昨年度、県で秋

ディスティネーションキャンペーンっていうのをやっておりまして、全体で言えば非常に効果が上がったようで

す。ただ、観光地がですね、今までの旧の観光地と、ちょっと別の場所をＰＲしていただいたということで、例

えば善光寺だとか戸隠神社なんかはかなりふえたということでニュース等でも報じられましたけれども、逆に妻

籠宿やなんかは、ディスティネーションキャンペーンの関係で大分減ったというようなお話も聞いています。塩

尻市では、そのディスティネーションキャンペーンの減免施設が、平出博物館と中村邸の２館だったんですけど

も、うちのほうは、ディスティネーションキャンペーンの関係のお客さんはほとんど見えなかったものですから、

別段影響はなかったんですけれども、そんなことで博物館によってはかなり、そのキャンペーンの関係でお客さ

んが別のところへ動いてしまったというようなこともちょっと、全体の中では言われてますけど。そんなことが

少し影響が出ているんじゃないかなということが今、反省としてあります。 

○中原巳年男委員 来年、直しておいてもらうと見やすいかなと思うのは、２３ページの説明資料、生涯学習関

連施設利用状況と次の体育施設利用状況。これが、平成２２年、２１年で増減っていうのは、生涯学習のほうで
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出てるんですよね。体育施設のほうが平成２１年、２２年っていうふうな形なんで、同じ、統一した比較の仕方

っていうふうにしてもらったほうが、こういう年度比較がわかりやすいと思うんで、できればお願いをしたいと

いうこと。 

それとあと、体育施設の関係なんですが、予算の時になるともうお話をしても間に合わないんで、決算の時に

言うのがいいのか悪いのかですが、例えば総合グラウンドの夜間照明とか、それからもう１点は、総合グラウン

ドの横にある屋内ゲートボール場、ことしみたいに大雨が降ると、横のグラウンドのところの水があふれてしま

って、入口のところまで水があふれて出入りが非常にしにくいということがあるんで、ことしも２回ほどあった

んですが、ちょっとその辺の雨水対策と夜間照明っていうのは、予算の段階で考慮いただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

○生涯学習部長 室内場のゲートボール場についてもですね、水の部分についても以前御指摘いただき、その後

見させていただいた経過がございます。今後、できる限りですね、そのようなことがないような形、またトータ

ル的に排水対策、周辺へどう排水していくかという部分も含めてですね、広い形で検討をしていまいりたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○永田公由委員 ３２１ページのヘルスパの関係ですけど、これもう、ちょっと建物とか設備が古くなってきて

いてというような話を聞くんだけども、リフォームというか、ある程度改修の予定はありますか。 

○スポーツ振興係長 建物自体は改修の予定はございませんけども、一応昨年アンケート調査をいたしまして、

中にあるスポーツの器具等の増設とか、古いというような御意見がありましたので、指導協会のほうで今年度、

新しくすべてをリニューアルしていくことをやっているところでございます。 

○永田公由委員 それは、体育指導協会の体力づくりのほうでやっているということだね。 

○スポーツ振興係長 はい、そうでございます。 

○永田公由委員 それともう１点ね。先ほどの森川委員の重伝建の関係で、これ、県の補助がね、奈良井だけに

限られてる。５％だけども、平沢は入らないっていう理由は何ですか。 

○文化財担当課長 今の全国の都道府県の傾向といたしまして、国の補助には随伴しないということが、主に傾

向となっているようであります。今回の件につきましては、昭和６３年に奈良井地区が伝建地区になった時には、

県は１５％の補助を全額でしていただいておりました。しかしながら、前回ですね、田中康夫知事になられまし

た時に、補助金の見直しということで７．５％に減額されました。その時にですね、新たに、伝建地区等、重要

文化財も含めて随伴をしないという方向になりましたので、平成１８年選定の木曽平沢地区におきましては、ゼ

ロということでありまして、現在、奈良井地区は、７．５が今度は５になり、４になり、その先は保証はできま

せんということでありますので、今後の推移を見守っていきたいと思っております。以上でございます。 

○永田公由委員 それで、これ、補助金としてね、国と市とあわせて３，４００万円ほど出てるんだけど、全体

事業費はどのくらいみてますか。修理修景あわせて、この７件の。 

○文化財担当課長 補助対象外経費に対して補助対象外の工事についての、私どもデータを引き上げることはし

ませんので、補助対象にかかわるものだけ事業費として承知しております範囲のお答えとさせていただきますが、

よろしいでしょうか。 

○永田公由委員 はい。 
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○文化財担当課長 大方ですね、私どものところで補助対象の６０％が修景として補助するということ、そして

修理として８０％補助するというふうに述べておりますが、おおむね補助対象事業費は約５，０００万円です。

そして、３，５００万円が約その中での補助になりまして、１，５００万円が持ち出し部分、そんなふうに見て

取ることができると思います。それ以外に、補助対象外経費としてその倍以上がかかっているということは、大

方見当はついております。 

○永田公由委員 大体あれかね、これは地元の業者が請け負ってやってますか。 

○文化財担当課長 設計、施工につきましても、大方地元の方が携われております。 

○鈴木明子委員 ３２１ページの体育施設関連諸経費で、市民プールの件ですが、安全対策が非常に求められた

時期でもありまして、昨年は夏は暑かったということで利用者も多かったみたいですが、安全点検などについて

どのような留意をされたかお聞きしたいと思いますが。 

○スポーツ振興係長 安全点検につきましては、プール開始前にそれぞれのプールの排水等すべて再度点検し直

して、なおかつ、毎朝と昼にすべてまた入りまして触ってということと、目で見るのと両方のことでボルトを確

認しております。 

○委員長 ほかにございますか。なければ、第１号全般で言い忘れたこととか、特にございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ討論に入りますけど、本議案に対する討論ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なしということで、当委員会に付託されました議案第１号については、原案のとおり認めることに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、当委員会に付託されました議案第１号については、全員一致をもちまして認定すべ

きものと決しました。それでは、１０分間休憩を取ります。 

午前１１時０１分 休憩 

        

午前１１時１１分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３号 平成２２年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○委員長 次、議案第３号平成２２年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。説明を求めます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは決算書の３７１ページからごらんいただきたいと思います。この事業につ

きましては塩尻市住宅新築資金等貸付条例に基づきまして、同和地区において住宅の新築、改修または宅地の取

得するのに対しまして資金の貸し付けを行っているものでございます。平成２２年度の歳入合計は、３７１ペー

ジにございますとおり、４７５万５，３３６円、歳出合計は４７０万８，２４４円、差引残額４万７，０９２円

でございます。残額につきましては平成２３年度へ繰り越すものでございます。 
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それでは項目別に御説明いたします。まず歳出から御説明したいと思います。決算書の３７８、３７９ページ

をごらんいただきたいと思います。決算説明資料８０ページとなっております。 

歳出まず総務費４０７万１，０００円でございます。こちらのほうは歳入の増によりまして、一般会計へ繰出

金として支出したものでございます。 

その下の公債費でございますけども、貸付資金としまして市が借りております長期債の元金の償還金として５

５万９，３５３円、利子償還金として７万７，８９１円を支出したものでございます。 

次に歳入の関係になります。ページ戻っていただきまして３７６、３７７ページになります。まず貸付金元金

収入でございます。住宅新築資金の収入が３９３万３，８９４円で、内訳ですが、備考欄にありますとおり、現

年分お一人からの返済がありまして４７万９８９円、それから滞納分が２名でございまして３４６万２，９０５

円でございました。宅地取得資金の収入でございます。３８万２，０７８円でござまして、現年分が１名分で２

６万４，１１０円、滞納分が１人で１１万７，９６８円でございました。 

次に貸付金利子収入でございます。住宅新築資金の利子収入が３８万８，１２６円、内訳ですが、先ほどの元

金と同じく、現年が１人分で２万９，９８７円、滞納分が２名分で３５万８，１３９円でした。宅地取得資金の

利子収入は４万４，０７４円、内訳は、現年分が１人１万４，２０６円、滞納分が２万９，８６８円でございま

した。なお、平成２２年度はですね、これまでの滞納額全額を一括返済していただいた方がお一人いたため、歳

入当初予算に比べまして決算額が大幅にふえたという結果でございます。以上です。 

○委員長 それでは、説明を受けましたので質疑を行います。委員より御質問ありますか。 

○鈴木明子委員 質問より先に、決算説明資料の７９ページなんですけど、一番下の白丸のところの数字が、多

分これ、違ってるんじゃないかと思うんですけど。歳入決算額っていうのが、一番上の白丸のところに書いてあ

る決算額と違うでしょう。 

○委員長 数字が。４７５万と下が４７７万。 

○男女共同参画・人権課長 そうです。上の４７５万が正しい数字です。訂正をお願いいたします。 

○永田公由委員 これ、収入未済額１，１００万円余。これはもう取れない、取れないって言やあ変だけど、取

れない額。取れないというか、不能欠損に近い額はどのくらいあるの。 

○男女共同参画・人権課長 この収入未済額につきましては、現在滞納の方が、再度返済計画を立て直しまして

お支払いしていただいているところです。それが１名ございます。ただ、もう１名の方につきましては、今行方

不明ということで連絡を取ることは不可能ということで、そこの方の分につきましては、今後、収入の見込みが

ないということになります。 

○永田公由委員 それも入っているっていうこと。 

○男女共同参画・人権課長 そうです。ちなみに、その方の収入未済額の内訳ですけども、今の行方不明の方の

金額が４３６万９，７９９円。そして今、返済計画を立て直しまして返済をしている方の分が７４１万６，３９

７円でございます。 

○永田公由委員 その行方不明っていう人は、もうずっと行方不明だよね。これ、不能欠損にしないんですか。 

○男女共同参画・人権課長 一応、平成５年から連絡が取れなかったということでございまして、この特別会計

自体、来年度、平成２４年度で一応長期債の返済が完了ということでございます。これによりまして、来年度、
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こういったこれまでの未解決の部分等を一括処理して、特別会計等の処理をしたいというふうに考えております。 

○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なしということで、この議案、それでは採決を行います。議案第３号については、原案のとおり認め

ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３号につきましては、全員一致をもって認定すべきものと決しました。 

○平出博物館長 申し訳ございません。先ほどの永田委員さんの平出遺跡の工事の請負率の関係の資料を配らせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長 はい。 

○平出博物館長 それでは、恐れ入ります。資料は回収するということでまたお願いしたいと思います。先ほど

御説明しました４件の分の経過書でございます。説明しますと、最初の２枚が土木工事の分でございます。その

次３枚目ですが、先ほど言いましたように、入札差金分を年度末、まあ１月ですけども、増工に充てまして植栽

の本数をふやさせてもらったんですけども、そちらで調整させていただいております。４枚目が電気通信工事。

５枚目、６枚目が建築工事。最後のページは小さな工事ですけれども、畑かんの関係の工事ということで、以上

４件でございます。お願いしたいと思います。 

○永田公由委員 そうすると、これ、４つの入札の差金を全部１カ所の増工に使ったと、そういうことなんだね。 

○平出博物館長 そのとおりでございます。 

○永田公由委員 それはあれ、結局国の補助がついてるものだから、差金については財政へ戻すんじゃなくて、

工事をやりなさいと、そういう補助制度ですか。 

○平出博物館長 そのとおりでございます。国の変更契約がおおむね年内という、ちょっと厳しい状況なもので

すから、最終的にはこの中で直接やるということでいつもやらせていただいております。 

○委員長 ほかにございますか。なければ、よろしいですかね。では、回収をお願いします。 

それでは次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第６号 平成２２年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○委員長 議案第６号平成２２年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは４０５ページをお願いいたします。塩尻市奨学資金貸与事業特別会計でございますけ

れども、この制度につきましては、成績優秀で向学心がありながら、経済的な理由ですとか等の理由によりまし

て、高校または大学への就学が困難である人に対して、故大野田正雄氏と故井上つる江氏からの寄附によって設

立された基金を運用いたしまして、奨学金を貸与をするという制度でございます。 

４０５ページの決算状況でございますが、歳入の決算額は１，６６５万８，３６５円でございまして、前年度

に対しまして０．２％の増となっております。歳入の主なものは、基金の繰入金及び貸付金の収入でございます。

また、歳出の決算額は１，６６３万９，３６５円でございまして、前年度に対しまして０．３％の増となってお
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ります。歳出のうち主なものにつきましては、基金の積立金、一般会計の繰出金及び貸付金でございます。差引

額１万９，０００円を翌年度に繰り越したものでございます。 

それでは、歳出の事項別明細書から説明をさせていただきたいというふうに思いますので、４１４ページと４

１５ページをお願いをいたします。まず１款総務費のうち、１目一般管理費をお願いいたします。４１５ページ

の一番上でございますが、奨学生の選考を行うための選考委員会を１回開催をいたしました、その分の報酬４人

分でございます。 

１つ飛びまして基金の積立金でございますが、育英基金の積立金、大野田育英基金の積立金それぞれございま

すけれども、積立金の利子、それに償還金等を加えまして基金への積み立てを行ったところでございます。 

一般会計繰出金につきましては、木曽広域連合の償還分がこの会計に入っておりますので、これを一般会計の

ほうに繰り出すというものでございます。内容につきましては、歳入のほうで説明をさせていただきます。 

次、２款貸付金のうち１目貸付金でございますが、総額９６０万円でございました。大学生の貸付金につきま

しては１８名、これは額といたしましては３６万円から６０万円という範囲でございます。９２４万円でござい

ました。高校生の貸付金は３人でございまして、年額１２万円の３人分でございます。なお、このうち平成２２

年度に貸し付けた奨学生につきましては、大学生が５人、高校生が２人と、こういう内容になっております。 

続きまして歳入を説明させていただきます。４１０、４１１ページをお願いいたします。１款財産収入のうち、

１目利子及び配当金でございます。育英基金の積立金の利子、大野田育英基金積立金の利子がそこにございます

けれども、両基金の状況につきましては、この資料の５６７ページにございますので、ごらんいただきたいとい

うふうに思います。ちょうど中段に、基金の平成２２年度末現在高がございます。大野田育英基金、これは大学

生対象でございますが、５，３２４万１，０００円余、育英基金につきましては高校生対象でございますが、２，

７９４万２，０００円余と、こういう現在高でございます。 

それから、３款繰入金のうち１目基金繰入金でございますけれども、両基金を取り崩しをいたしまして特別会

計に繰り入れ、そして貸付金に充てるものでございます。育英基金の繰入金が３６万円、大野田育英基金が９２

４万円というようなことでございまして、歳出の貸付金と同額となっております。 

ページをめくっていただきまして、５款諸収入のうち１目貸付金収入でございますが、奨学資金貸付金収入４

９５万円でございます。過年度に貸し付けたものの償還でございまして、内訳につきましては、高校生が４２万

円、３人分、大学生が４５３万円、２１人分という状況でございます。歳入、その下、木曽広域連合奨学資金貸

付金収入でございますが、木曽広域連合の基金により貸し付けを行っていたものにつきましては、合併時におき

まして一般会計で清算をさせていただきました。あとは償還のみということでございますので、ここの会計に償

還金として入ったものにつきましては一般会計に繰り出すと、こういう決算内容になっております。以上でござ

います、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたので質疑を行います。委員より御質問ありますか。 

○鈴木明子委員 今貸し付けている大学生、高校生それぞれ人数があるわけですけども、塩尻市のこの基金の状

況として、希望者が例えば非常に多かったとしても、ことし新たに奨学生とするには限度というものがあるんじ

ゃないかと思うんですけども、そこら辺はどのくらいというふうに考えているのか。そこまで行ってないのかし

らね。 
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○教育総務課長 来年度、基金の運用、いわゆる基金の残高とそれから償還していく金額、こういったものを運

用しながら、予算で貸付枠を設定をしております。高校生につきましては１万円なものですから１０人分、大学

生につきましてはマックス５万円でございまして、これは５名分というような予算枠を設定しておりますけれど

も、特に高校生の希望が少なく大学生が多いというような状況でございまして、特に平成２２年度につきまして

は、９人の大学生の応募に対しまして５名の貸し付けというようなことで、４名の方が落とされたというような

状況がございます。こういった状況でもございますので、現在、貸付者に対してのアンケートを実施をいたしま

したり、それから、他市の奨学生制度の状況を調査するなどいたしまして、募集枠、貸付枠の変更、あるいは貸

付金額の変更等々の見直しを現在行っております。できれば平成２４年度から運用をしてまいりたいというふう

に考えております。 

○鈴木明子委員 見直すべきは見直しを早めていただいてね、平成２４年度からはぜひやっていただきたいと思

います。現状に合わせて。 

○委員長 現状に合わせて。要望でいいですか。 

○鈴木明子委員 要望でいいです。 

○委員長 ほかにございますか。特に異議なしということで、議案第６号については、原案のとおり認めること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第６号については、全員一致をもって認定すべきものと決しました。それでは、

次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第７号 平成２２年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

○委員長 議案第７号平成２２年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたしま

す。説明を求めます。 

○長寿課長 それでは、塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。決算書４１７

ページをお願いをいたします。歳入合計でございますが、４３億９４３万７，５５６円、前年度比７，９８３万

円余、１．９％の増。歳出合計４２億３，９５０万８，１３０円、前年度比６，２１２万円余、１．５％の増で

ございます。歳入歳出差引残額６，９９２万９，４２６万円となりまして、実質収支額とし同額を翌年度に繰り

越しをいたしました。なお、決算説明資料につきましては８７ページから９２ページにございますので、あわせ

てごらんいただきたいと思います。 

次に、決算事項別明細書によりまして歳出から御説明を申し上げます。４３４、４３５ページをお願いをいた

します。１款総務費１項総務管理費は介護保険事業に関する事務費でございます。 

次に、２項介護認定審査会費につきましては介護認定にかかわる経費でございまして、備考欄の１つ目の白丸、

嘱託員報酬につきましては、認定調査員報酬７人分が主なものでございます。認定調査件数が増加しております

ので、臨時職員１名を嘱託職員としたものでございます。 

次に４３７ページをお願いいたします。備考欄３番目の黒ポツ、文書作成手数料１，２９８万円余につきまし

ては、主治医意見書作成手数料でございます。 
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中段にまいりまして、認定審査会委託負担金１，２６３万円余につきましては、認定審査会にかかわる費用の

負担でございます。 

このページ一番下の２款保険給付費につきましては、この後４３９ページまで、それぞれの給付費の合計額で

ございます。合計額につきましては４３７ページの支払い済額にございますが、３９億９，３５３万円余、前年

度比２．１％の増でございます。 

１項の介護サービス等諸費でございますが、３５億４，８２２万円余。要介護１から要介護５の認定者にかか

わる介護サービス給付費でございます。次の一番下、１目居宅介護サービス給付費でございますが、１５億２，

３４５万円余。こちらにつきましては、訪問、通所、短期入所、福祉用具貸与サービス等の給付費でございます。 

ページめくっていただきまして、２目地域密着型介護サービス給付費につきましては、認知症対応型共同生活

介護、小規模多機能型居宅介護等にかかわるサービス経費でございます。 

次、３目施設介護サービス給付費でございますが、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設のいわゆる居住系介護保険３施設入所にかかわるサービス給付費でございます。年度末での入所者数は４４

７人ということでございました。支出済額は１４億３，９７７万円余でございます。 

この後少し飛ばしまして、一番下のほうに行きまして、２項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援

１及び要支援２の認定者の介護予防サービス給付費でございます。支出済額は２億５，２７７万円余で前年度比

４，４９３万円余、２１．６％の増となりました。こちらにつきましては、平成１８年度から介護予防システム

への転換が図られているところでございますが、平成２２年度の年度末の要支援１、２の認定者数が、前年度末

より８１人、１１．１％の増となっていることや、介護予防サービスにつきましても５年目となり事業が定着を

し、サービス未利用者の割合が減少してきたことによるものというふうに考えております。 

次に、４４０、４４１ページをお願いをいたします。介護予防サービス費の内容につきましては、先ほどの居

宅介護サービス費の介護予防、要支援１、２の方に対するものでございますので、内容については省略をいたし

ます。 

中段に行きまして、高額介護サービス等費でございますが、利用者の負担上限額を超えた場合に、超えた部分

の額に給付をするものでございます。 

次に、４項の高額医療合算介護サービス等費、一番下の項でございますが１，０６１万円余でございます。こ

の内容につきましては、ページをめくっていただきまして、高額医療合算介護サービス費１，０５８万円余。平

成２１年度から新たに設けられたものでございまして、介護保険と医療保険で両方のサービスを利用した時の自

己負担額を年間で合算をし、高額となった場合、一定の自己負担額を超えた部分を支給する制度でございます。 

次に中ほどに行っていただきまして、６項特定入所者介護サービス等費につきましては、施設の入所または短

期入所につきまして、食費、居住費について低所得者の負担の軽減にかかわる給付費でございます。支出済額は

１億２，１８７万円余でございます。 

次に４４４、４４５ページをお願いをいたします。３款地域支援事業費、支出済額は１億２，３４８万円余で、

対前年度１，５３９万円余、１４．２％の増でございます。その中の１目、介護予防特定高齢者施策事業費では、

備考欄の白丸、介護予防特定高齢者施策事業の３つ目の黒ポツ、介護予防事業委託料１，１１２万円余につきま

しては、６５歳以上の方に対しまして介護予防のお尋ね、介護予防健診によって要支援や要介護となる恐れの高
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いとされた方に対しまして、運動器、口腔機能の向上、閉じこもり予防等の事業を行ったものでございます。 

次に、２目介護予防一般高齢者施策事業費につきましては、対象者は６５歳以上の全高齢者でございます。備

考欄下から２番目の黒ポツ、いきいき貯筋倶楽部事業委託料２３７万円余につきましては、参加人数が２，６０

５人。次の黒ポツ、高齢者元気づくり広場事業委託料につきましては、参加延べ人数は５，８６１人でございま

した。 

ページめくっていただきまして、４４６、４４７ページをお願いいたします。２款包括的支援事業及び任意事

業費のうち１目包括的支援事業につきましては、特定高齢者、要介護状態になる恐れが高い虚弱な状態にあると

認められる６５歳以上の方でございますが、そういう皆さんに対します介護予防ケアマネジメント事業、総合相

談支援事業、権利擁護事業等にかかわる、地域包括支援センターの職員にかかわる人件費が主な内容でございま

す。支出済額は５，２０６万円余でございます。この中で下から３番目の黒ポツ、高齢者等相談窓口等委託料６

６０万円余でございますが、市内６カ所の在宅介護支援センターに地域包括支援センターの相談窓口業務、及び

一人暮らし高齢者や高齢者世帯に対しまして、民生委員を通じて登録された高齢者に、年一回以上、状況訪問、

状況把握等を行う委託料でございます。次に、下から２番目の黒ポツ、北部地域包括支援センター運営業務委託

料１，１９９万円余でございますが、より市民に身近な相談窓口となるように、広丘野村に北部地域包括支援セ

ンターを民間委託により設置をした委託料でございます。 

ページをめくっていただきまして４４８、４４９ページをお願いをいたします。２目の任意事業費でございま

す。この中の備考欄１つ目の白丸、介護相談員派遣事業でございますが、介護保険事業者に介護相談員の派遣を

行い、事業所における介護サービスの質的な向上を図ることを目的とした事業でございます。 

１つ飛ばしていただきまして、家族介護支援事業２，７７８万円余でございますが、この中で一番下の黒ポツ、

要介護者家族介護者慰労金２，７５５万円でございますが、要介護３以上の方の重度の方に、御家庭で１８０日

以上介護されている方への慰労金でございます。こちらにつきましては、一般会計に盛られていたものを組みか

えたものでございます。 

次に、一番下の白丸、配食サービス事業２６２万円余でございますが、在宅で調理が困難な高齢者世帯に配食

サービスを行ったものでございます。 

ページめくっていただきまして、４５０、４５１ページをお願いをいたします。４款諸支出金の一番下の白丸、

償還金２，６３３万円余でございますが、平成２１年度決算に伴いまして国庫あるいは社会保険診療報酬支払基

金への返還金でございます。 

次に５款介護サービス事業費でございますが、１項介護予防支援事業費１目介護予防支援事業費でございます

が、要支援１、２の方に対しまして、介護予防サービスの計画の作成にかかわる経費でございます。前年度比５

８７万円程度、減額となっております。減額となりましたのは、北部地域包括支援センターができたことにより、

北部圏域の対象者は北部地域包括支援センターが対応していることによるものでございます。備考欄８番目の黒

ポツ、介護予防ケアプラン作成委託料７３２万円余でございますが、介護予防プラン作成につきまして、居宅介

護支援事業所に委託したものでございます。 

ページめくっていただきまして、４５２、４５３ページをお願いいたします。６款の基金積立金でございます。

１目介護保険支払準備基金積立金の一番目の黒ポツ、基金積立金につきましては、保険給付費にかかわる平成２
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１年度の決算剰余金から過年度分償還金の財源を差し引いた１，３７１万円余、及び介護保険支払準備基金の運

用利子９万円余を積み立てたものでございます。平成２１年度末の同基金の残高は１億１，１４４万円余でござ

います。運用の内容につきましては、この決算書の５０８ページにございます。次に３つ目の黒ポツ、介護従事

者処遇改善臨時特例基金利子積立金は、平成２０年度から介護報酬が平均３％改定されたことに伴う第４期介護

保険事業にかかる介護保険料の上昇を抑制するための基金の積立金でございます。運用の内容につきましては、

この決算書の５８６ページにございます。以上歳出でございますが、歳入につきましては４２２、４２３ページ

をお願いをいたします。 

ただいまの歳出に対する歳入でございますが、第１款の保険料は、６５歳以上の第１号被保険者保険料でござ

います。右ページ４２３ページの調定額欄の４桁目、現年度分調定額がございます。８億１，５０８万円余でご

ざいまして、対前年度３２８万円余、０．４％の増で、収納率につきましては９９．０５％でございました。 

少し飛ばしまして中段より少し下、第３款の国庫支出金でございますが、備考欄１つ目の黒ポツ、介護給付費

負担金７億３，８５６万円余につきましては、給付費に対します法定の国の負担率によるものでございます。 

１枚めくっていただきまして、４２５ページの備考欄１番目の黒ポツに調整交付金１億９，７０４万円がござ

います。国が負担するとされております２５％のうち、２０％につきましては定率で交付されておりますが、残

りの５％相当につきましては、市町村ごとの財政の調整を行うもので、平成２２年度の交付割合は４．９９％で

ございました。 

次の黒ポツ、地域支援介護予防事業交付金１，０６２万円余につきましては、介護予防事業に対しまして国が

負担する２５％分でございます。 

中段の黒ポツ、地域支援包括的支援事業交付金２，０７３万円、及び次の黒ポツ、任意事業交付金１，１７１

万円余でございますが、先ほどの包括的支援事業と任意事業に対する国の法定負担分でございます。 

下のほうにまいりまして下段、４款支払基金交付金につきましては、４０歳から６４歳までの第２号被保険者

の保険料で、備考欄１番目の黒ポツ、介護給付費交付金１２億１．２１９万円余は、介護給付費に対する法定負

担分でございます。 

ページめくっていただきまして、４２６、４２７ページをお願いをいたします。備考欄一番上の黒ポツ、地域

支援事業支援交付金１，４０７万円余は、第２号被保険者の法定負担分でございます。 

次に５款県支出金は総額で６億６６７万円余でございます。介護給付費、地域支援事業に対する県の法定負担

分でございます。内容につきましては、先ほど申し上げました国の交付金に対するものに準じますので、省略を

いたします。 

一番下、６款繰入金は、先ほど申し上げました一般会計決算にございました市からの繰入金でございます。 

ページをめくっていただきまして、４２８、４２９ページをお願いいたします。１目一般会計繰入金につきま

しては、市からの介護給付費及び地域支援事業への繰入金でございます。それぞれ法定の割合による繰入金でご

ざいます。割合につきましては、備考欄に示してございます。 

次に２目基金繰入金、下のほうに行きまして基金繰入金でございますが、介護保険支払準備基金、介護従事者

処遇改善臨時特例基金からの繰入金でございます。以上の６つの款が主な歳入でございます。 

次に４３２、４３３ページをお願いをいたします。４３３ページの９款サービス収入１，６１２万円余につき
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ましては、地域包括支援センターの介護予防支援事業者としての介護予防計画作成にかかわる事業費収入でござ

います。前年度に対しまして６２２万円ほど減額となっておりますが、これは先ほど申し上げました北部地域包

括支援センターの開設で、その部分の収入につきましては、北部地域包括支援センターの収入となったものによ

るものでございます。以上、介護保険事業特別会計決算の概要でございます。 

○委員長 それでは、ここで午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時５５分 休憩 

        

午後０時５９分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。説明を受けましたので質疑を行います。委員より御質問あ

りますか。 

○鈴木明子委員 ４４７ページの高齢者等相談窓口等委託料というので、それぞれの施設に委託料が支払われて

いますけれども、これは、さっきちょっと説明の中で聞きもらしたかなと思うんですけど、年１回以上、担当地

区の高齢者としてリストアップされている人のところを訪問して相談にのるとか、そういう仕事もやっていただ

いているということですかね。 

○長寿課長 こちらにつきましては、今お話のありましたとおり、市内の在宅介護支援センターに一人暮らし高

齢者、あるいは高齢者世帯といたしましてですね、民生児童委員さんから登録をされた方に対しまして、年１回

以上実態把握として訪問し、必要に応じてですね、あとはもうちょっと複数回訪問をしながら実態把握をして相

談に乗る、そういった事業を行っているものでございます。 

○鈴木明子委員 これは、専門職の方が、民生委員さんからこういうお宅を回ってほしいというふうに言われて、

多分行かれるところなんだと思うけども、これはすごく大事な仕事であって、介護しなければならない人を抱え

た御家庭そのものも困難に直面していて、介護法とかね、本当に悩まれていたりするところで、こういう訪問が

行われていろいろ情報が入ることによって、次の段階へ進んで行ったり、家族としてお年寄りに、高齢になった

お年寄りに対して対応するというようなことがあるし、一人暮らしの場合なんかは特に、次に何していいかとい

うか、自分は身体が弱ってきているけれどもどうしていいかわからないというような状況もあると思うんですよ

ね。こういう施設の巡回の頻度というか、その報告というかね、どういう、まあ１年以上と決まっているから、

１年に１回は最低行ってると思うんですけど、そういった報告書みたいなものは何か上がってくるシステムにな

ってるんですか。 

○長寿課長 その月にですね、報告した内容につきましては、私どもに上がってくるようになっておりまして、

それでそれを各区ごとにですね、民生委員さんとミニケア会議というものを、この在宅介護支援センター、それ

から私ども、あるいは、北部の地域包括支援センター等、ミニケア会議という形で集まる機会を設けまして、そ

こで情報交換をし、さらに今後どういった援助なり助言が必要であるかということをその中で検討し、対応して

いくようなシステムになっております。 

○鈴木明子委員 最近、介護保険のサービスを利用する方たちがふえているという、要支援１、２の利用の方が

ふえているという報告がさっきあったので、そういう点が進んできているのかなと思うんですけども、やっぱり

受けるべきサービスを受けて、重症化していかない対応というかね、そういうこともすごく大事だと思うもんで、
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こういった活動にきめ細かに対応していただけるように、さらにお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○長寿課長 今、御指摘のとおり、介護認定を受けた方につきましては、地域包括支援センターや、あるいはケ

アマネージャーがですね、月に１回あるいは３カ月に一度というような形で、月に１回は何らかの連絡はとりま

す。それに至る手前の一人暮らし、あるいは高齢者世帯の方につきましては、こういった形を取りながら相談な

りに乗ってまいりたいというふうに考えております。 

○永田公由委員 ４４９ページの家族介護支援事業の関係で、先ほど家族介護者慰労金が一般会計からこっちへ

移ったということなんですけど、一般会計のほうでも家族介護用品支給事業とか介護サービス利用助成事業とか

というのが、一般会計でも出されていて、こっちへ分けた理由っていうのは何かあるわけですか。 

○長寿課長 この地域支援事業につき、任意事業につきましてはですね、その財源におきまして、一般会計は今、

原則全額市の１００％負担ということになっているんですけれども、この任意事業につきましては、市の負担が

２０％で、そのほかが国あるいは県のほうの負担を得られるものですから、当初予算で見る中でですね、その任

意事業の持てる枠、給付費の２％以内という枠を見る中でですね、当初予算では介護慰労金というのは一般会計

に盛っていたわけなんですけども、ほかの地域支援事業の執行状況を見ながらですね、この３月に補正をし、こ

ちらでやっても財源の有利なほうに振り分けをしたと、そういった経過がございます。 

○永田公由委員 ほかのは、その２％の枠の中に入らないということだね。 

○長寿課長 ３月に補正を考える中では、最大限の見る額ということで、補正をかけこちらで見るようにしたと

いうことでございます。 

○中原巳年男委員 ４４９ページの徘徊探索委託料って、これどういうもの。 

○長寿課長 認知症などでですね、徘徊が心配されるような高齢者にはですね、ＧＰＳ、いわゆるどこに、探索

機を身体に身につけていただいて、それでもって携帯をしていただきながら、徘徊があるような場合におきまし

ては、その方のいる位置を要請によって探索することができる。探索による費用っていうのは、昨年度は使って

いないんですけれども、それを携帯することによって万一の時にはその方のいる位置をより正確に知ることがで

きるというものです。そのための委託料をセコムというところに委託をしている、そういった内容でございます。 

○中原巳年男委員 これは、子供見守りシステムの運用上の中では無理なんですか。 

○長寿課長 今お話のございました子供見守りシステムによる探索につきましてはですね、ある程度の、ここで

言っている徘徊探索委託料のほどの精度はないんですけれども、今年度からですね、振興公社のほうでこういっ

たことを、子供見守りシステムを利用したものに準じたものというのは、振興公社のほうで独自に今取り組みを

しているということでございます。 

○中原巳年男委員 今、何人ぐらいが利用してますか。 

○長寿課長 今のこの徘徊探索委託料の御利用件数は、ちょっと後ほどお答えいたします。 

○鈴木明子委員 ４４５ページの下のほうの黒ポツ２つ、いきいき貯筋倶楽部事業委託料と地域介護予防活動支

援事業委託料というのがそれぞれあって、上が２，６００何人、下が５，８００何人というような利用者という

か、参加者というふうにお聞きしましたけども、これは、当初このぐらいの人数を予定していたというものか、

予定したよりも少ないとか多いとか、そういうようなことは。 

○長寿課長 いきいき貯筋倶楽部の事業委託料につきましては、市内１０地区におきまして、おのおのの地区に
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よって１教室、高出につきましては２教室を想定をしたもので、こちらについてはほぼ予定どおりでございます。

それから、地域介護予防活動支援事業委託料につきましては、社会福祉協議会に市内の各区ごとにおきましてミ

ニデイを行っているものを想定をしていまして、ほぼこちらのミニデイにつきましては予定どおりという実績で

ございます。 

 先ほどの徘徊高齢者家族支援サービス事業の利用者ですが、今このセコムを利用している方は市内に１０人と

いうことでございます。 

○森川雄三委員 ちょっと勉強不足でね、聞きたいんだけども、いわゆる歳入の関係でね、この第１号被保険者、

なから決算で７億５，０００万円ということだが、これはいわゆる本市の６５歳以上の方の保険料総額として考

えてよろしいのか、まず１点ね、それがね。 

それから、次のページの支払基金交付金、介護給付費交付金だが、これは、先ほどの説明で第２号者のいわゆ

る納付金に対する給付されたものということだけども、その給付だと思うが、この第２号者が、本市に何人くら

いいて、大体いわゆる保険料がどのくらいで、それでこれが１２億円、１１億円、約１２億円入ってきてるわけ

だね。その割合というか、そこら辺についてどういうふうになっているか。 

○長寿課長 まず第１号被保険者の保険料でございますが、こちらにつきましては、御指摘のとおり市内の６５

歳以上の高齢者から年金あるいは直接納付でいただいているもの。約１万６，０００人弱くらいの人数になりま

す。それから、第４款にあります支払基金交付金は、第２号被保険者の保険料でございますけれども、こちらに

つきましてはですね、全国の中のですね、高齢者数、６５歳以上の方の数と、それから４０歳から６５歳未満の

方のその人口割によりましてですね、６５歳以上が２０％、それから４５歳から６５歳未満が３０％という割合

の中でですね、全体の割合を取る中で診療報酬支払基金の中から市が、塩尻市が用意した給付金に対しまして交

付をされるものというものでございまして、このうち塩尻市が具体的に何割負担しているというわけではなくて

ですね、例えば国保であれば、一定の割合が国保に入っている方からは差し引かれ、あるいは、そのほかの医療

保険であれば、医療保険の中から差し引かれた額につきまして、この診療報酬支払基金に塩尻市が提出すると支

払われるという内容になっております。 

第２号被保険者が何人か、ちょっと今また、直ちにお答えできないわけなんですけれども、人口によるという

わけではなくて、全体として給付費を、塩尻市が給付費を出した中から診療報酬支払基金の中から支払われると

いう、そういった仕組みになっております。２号被保険者の中でですね、６５歳未満でサービスを受けている方

につきましては、今年度末で。 

○森川雄三委員 それはいいけど、ちょっといい。聞きたかったのは、いわゆる２号被保険者が、市で要するに

今何人かわからんて言うが、総額幾ら、要するに入ってきてだね、現実に幾ら入ってきて、ここから１２億円返

ってきてるわけだね。いろいろな計算式があるから、人口とかなんか、今おっしゃったが、その割合というもの

はどんなもんだいということを聞きたかったんです。ちょっと。そういうことは出ないですか、計算式としては。

要は、１２億円近いものが、ここで保険料として払っているのか。それよか少なくて、いわゆる給付されてきて

るのか、その割合を聞きたかったんです。もしそれが今わからなかったら、後でいいわい。 

○長寿課長 その割合につきましては、医療保険がですね、さまざまな形態、それが塩尻の職員共済組合であれ

ば長野県全体で把握をしておりますし、それが県職員であれば、またそれは県全体、あるいは、そのほかの社会
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保険につきましてはですね、おのおのについて、全体でもって医療保険から天引きされているものが診療報酬支

払基金に納められ、その中からですね、全国一律に３０％の割合については各保険者に支払われるというものだ

もんですから、個々のものが塩尻市の方の医療保険のうち幾らが診療報酬支払基金に支払われたかというものは、

今、直ちにこれをお答えすることは困難です。 

○森川雄三委員 それじゃ、この介護保険に関してね、市独自のいわゆる一般会計の繰り出しね、真水をどの程

度出してるかっていうのは、ここにある一般会計繰入の５億８，０００万円か、だね。調定５億８，０００万円

あるね。これはもう、いわゆる市の財政からここへ出てくる。こうやって単純に考えていいわけ。 

○長寿課長 今、御指摘のとおりですね、市のほうでもって今の４２９ページのところになるわけなんですけれ

ども、この介護保険事業の給付費、介護給付費につきましては、４２９ページの２のほうにいきますと、介護保

険給付費につきましては、市町村負担が１２．５％、これは国のほうで決まっている掛け率でございますが。で

すので、この率、それから地域支援事業におきましては、その中段でやはり１２．５％。それからもうちょっと

下にいきまして、地域支援事業のうち包括的支援事業と任意事業につきましては、市町村から２０％を法定で負

担をすべきだということで決まっておりまして、総額におきまして、介護保険につきましては、市のほうからの

一般会計繰入金は５億８，４００万円余ということになっております。 

○委員長 ほかにございますか。 

○金子勝寿委員 総花的な聞き方ですが、ちょうど駅前にサンビジョンさんが来年、着工していて、また三沢医

院さんのところもということで、施設が来年以降いわゆるベッド数がふえるということで、介護保険事業に対し

ていわゆるどういった影響があるのか。今、負担割合というものが決まってますから、当然予算の規模がふえれ

ば市の負担もふえてくるとは思うんですが、その辺は。 

○長寿課長 今お話のですね、駅前にできます特別養護老人ホーム、そのほか、今年度につきましてはですね、

有料老人ホーム、そういったものも今年度中に２カ所、そのほかにも幾つかの施設の基盤整備の予定をされてい

るところでございます。非常に概観的な見方なんですけども、特別養護老人ホームが１カ所できますとですね、

お一人当たりの給付費というのはですね、うんとざっと言って２８万円から３０万円くらいは新たにふえる。そ

の方が今まで在宅でいたのか、病院にいたのかによって介護保険に与える影響は違うんですけれども、特別養護

老人ホームにいたしましても、あるいは有料老人ホームにしましてもですね、在宅でいた方よりは給付費は増加

をし、給付費全体が増加をし、介護保険料も上昇の一つの要因になるというふうにとらえています。それが幾ら

になるかというのはですね、ちょっと今これから第５期の介護保険事業計画を今後、策定をしてまいりますが、

その中でまた３月議会等にお諮りをしていくということになっておりますので、よろしくお願いします。 

○金子勝寿委員 第５次はいつですか。忘れてしまったので。 

○長寿課長 今現在がですね、平成２１年度から２３年度までが第４期、本年度までが第４期ということでござ

いまして、それから平成２４年度から２６年度までは第５期介護保険事業計画ということになりまして、来年度

以降の介護保険料に、今整備している施設などを含めまして反映されると、給付費と介護保険に反映されるとい

うことでございます。 

○金子勝寿委員 大変大きな、ベッド数はふえたり施設は拡充するんですが、それに追いつかないだけの、いわ

ゆる年寄りの人口がふえてくるというのは統計で出てるんですが、在宅型をどうしても充実させていくことが、
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結果的に保険料をあまり大きくさせないということになるのは、だれもが考えることなんですけど、少しその辺、

ここ５年から１０年くらいで急激にふえるんですが、その辺何か、新しく市として独自で何か在宅型を伸ばすよ

うな考え方があるのか、それともいわゆる施設を設置するような、いわゆるこの５期ですね、５期に向けて、ま

あ両方やってかなきゃいけないんですけど、その辺もし考え方があれば。 

○長寿課長 ここでですね、幾つかの特別養護老人ホーム、それから介護式老人ホームが、あるいはグループホ

ームも含めましてですね、いわゆるそこの施設に居住に近い形を取るのが大幅に整備をされる。それにつきまし

ては、今現在ですね、特養の待機者数が一定以上、百数十人にわたっているということを見越した中で整備をす

るわけなんですけれども、どういった形態がですね、市民にとって望ましいのかというのはですね、中には施設

をお望みになる方もいらっしゃいますし、在宅を望まれる方もいる。そうした中で、今後はですね、ここで非常

に居住系の施設が整備をされますので、向こう３年間くらいはですね、今の居住系の施設が整備された状況の塩

尻市の方の入所状況等を見ながらですね、それから先の３年間がどういくか、検討する材料としていきたいとい

うように考えておりまして、施設整備については当面はこのくらいで一定の整備がされた、施設と言いますか、

居住系の施設は一定の整備がされた。それ以外のですね、在宅サービスにつきましては、今ある施設、今ある整

備、今後またどのような利用形態に変わっていくかというところを見ながら検討してまいりたい、そういうふう

に考えております。 

○鈴木明子委員 ４２３ページの真ん中よりちょっと下のところに、督促手数料っていうのがあるんですけども、

１３万円ほどあると思うんですけど、督促っていうことは、入ってこないもんで督促ということになると思うん

ですけど、納付されない一番の理由っていうかね、それの一番多く見受けられるものっていうのは、どういう理

由によるものですか。 

○長寿課長 入らない理由と言いますのはですね、それが１年目、一番最初に入った６５歳の人にはですね、ま

ず一たんは、最初の段階では年金から天引きがされませんので、年金から天引きがされると思っている方が一定

の割合いるかと思います。ただそれが、２年目以降になりますとですね、やはりいわゆる低所得、低所得って言

っていいかわからないですけども、収入が少ないことによって支払いが困難になるという方。２年目以降になる

と、そういった方が大半になるというふうにとらえております。 

○鈴木明子委員 低所得、低収入であるために滞納というか、未納になっているというか、そういう人って実数

でどのくらいいらっしゃいますか。 

○長寿課長 いわゆる低所得とされる方、その人数でございますけども、全体でですね、１万６，０００人くら

いの第１号被保険者がいらっしゃるわけですが、そのうち収入が低いとされる方の割合につきましては、約２０％

くらいの割合の方が第３段階以下で低所得。あと、１８％くらいの方が、それに準じた方。割合にすればそのく

らいの割合であろうかと思います。 

○鈴木明子委員 それで、実際に保険料が入らない人というのは。 

○長寿課長 保険料未納者のですね、段階別の割合につきましては、ちょっと済みません、ただいま手元にあり

ませんので、後ほどまたお答えしたいと思います。 

○森川雄三委員 直接関係ないと思うんだけども、いわゆる先ほども老健施設じゃないが、駅に建って、まちの

中にも建って、お年寄りばっかふえて、市の負担が偉いふえりゃしないかというような意見も聞くわけだけども。
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先ほど２８万円くらいふえるというようなお話だったね。それは、総額、市が全部負担するわけじゃないとは思

うけれども、ただ、その施設を建てることによって当然、固定資産だの、営業利益からの市民税だのいろいろ当

然入ってくるものだと思うし、それから、そこへ勤める方々のいわゆる就業機会というか就労機会というか、そ

ういうものを市民が与えれるという中では、まあ元気というか、プラスといった面もそれは出てくると思うわけ

なんだが、そこら辺は、副市長かな、どんなふうにお考えですか。 

○副市長 細かく計算したわけではございませんので、総論的なことしか申し上げられませんけれども、先週も、

５０年ぐらいたつと大体６５歳以上の方々が３０％以上になっちゃうというふうに申し上げましたが、そうする

と、どういう所得構造になるかと言いますとですね、税金が上がってくる、あるいは消費に回せるお金っていう

のはどこにどういう形になってくるのかと言いますと、一説によりますとですね、年金の消費、年金を原資にし

た消費というものがですね、恐らく、今は二十数パーセントしか少ないですけども、これからは経済を回してい

く、いわゆる個人ＧＤＰと言いますか、そういう中でですね、かなり大きいウエイトが出てくるのではなかろう

かということが一説に言われています。したがって、今まで経済構造が、例えば塩尻市ですと、製造業が主にな

って、それが稼ぎ頭で来たというのがですね、そういうことだけで済まされていないで、いわゆる公的な所得構

造と言いますか、そういうものがふえてくる。したがって、サービス業、特に介護だとか医療だとか、そういう

もののほうへですね、経済全体がシフトしていくということが考えられるということなんだろうと思います。恐

らくその消費の中で、例えば介護にしても医療にしても、あるいは高齢者を対象にしたいろんな消費構造を当て

にした産業の成り立ちというものがですね、恐らくウエイトとしては、ある意味ではふえざるを得ないというん

ですか、ふえることが必要だろうかというふうに考えています。特に地方都市では、このことが顕著でございま

して特に塩尻は今まで若い、若いと言われましたけども、現実は、今まで若かったら急激に実は高齢化をすると

いうことになりますものですから、その辺の構造をきちっと将来的にまで、介護保険だけじゃなくて、あるいは

税金だけじゃなくてですね、全体の地域経済の動向というのをきちんととらまえていく必要はあろうかなと思っ

ております。したがって、そういう産業面というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、社会構造の中で

どこでどういう消費形態が生まれて、それに対して付加価値がどのような形に進むのかということをですね、私

どももう少し研究をさせていただいて、全体の当市の経済のあり方というのをもう一回見直していくことが必要

なのではないかというふうに思います。特に、これから円高になってきてですね、なかなかそれまでのような製

造業が雇用を吸収し続けるというわけには、なかなかいきませんので、その辺のことが一番重要かなというふう

に思っております。 

○森川雄三委員 要するに、福祉事業っていうのは生産性のあるものじゃないもんでね、きっとお金は稼げられ

ないということです。生んでくることはできない事業だと思うんで、やはり何と言っても、生産人口のアップと

いうものを図っていかなきゃいけんと思うからですね、バランスの取れた、一つね、運用と言うか、市政運営と

いうものを図っていただきたいと思います。いろいろ御協力して、一つよろしく。 

○鈴木明子委員 ちょっと単純な質問で申しわけないですけれども、有料老人ホームっていうのがさっきもちょ

って出て、塩尻でもね、整備されるというようなことなんですけど、これと介護と直接は関係ないですよね。 

○長寿課長 有料老人ホームはですね、幾つもの種類がございまして、いわゆる健康な人が入ることができる、

健康な人から実際に介護が必要な人まで入る有料老人ホーム、いろんな形態がございます。ところがその中で、
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介護つき有料老人ホームというふうに分類される形態がございます。それにつきましてはですね、介護度に応じ

まして、その介護有料老人ホームでは介護のサービスも提供されるものですから、介護度に応じまして給付費が

支払われるということになりまして、その部分につきましては介護保険料に反映がされるということになります。

具体的に言いますと、例えばですね、桔梗ヶ原にあります、せせらぎはそういった形態になりまして、せせらぎ

ですとか、今度、洗馬地区にできるアイ・アイの施設、それから広丘にありますウィズ塩尻などがそういった形

態になります。給付費に対する反映ですけれども、それにつきましては居宅介護サービス事業費の中で、介護つ

き有料老人ホームについては給付費に反映されることになっております。 

○鈴木明子委員 今、塩尻の駅南とかまちなか居住とかでやられて、つくられようとしているのは、そういうこ

とに影響があるような施設っていうことですか。 

○長寿課長 駅前にできます施設につきましては特別養護老人ホームが大半ですけど、それは影響ありまして、

あと、影響があるものにつきましては、今、塩尻東に今年度予定をしている、塩尻協立病院のところに予定をし

ている介護つき有料老人ホーム、それから洗馬地区のところに予定している介護つき有料老人ホームは、介護つ

きの有料老人ホームですので給付費に反映をする。それから、大門地区に予定をしておりますものにつきまして

は、直ちに影響しないですけれども、そこに入居した方が在宅サービスで利用されたならば、それが影響すると

考えております。 

○委員長 済みません、それでは私のほうからお聞きしたいと思います。４４１ページの介護予防サービス計画

給付費と、４５１ページの介護予防ケアプラン作成委託料について、違いはどんなものなのか、事業内容を含め

て説明をお願いします。 

○長寿課長 ４４１ページの介護予防サービス計画給付費２，６４３万円余につきましては、要支援１、２の方

に対しましてですね、そういった計画をした事業所に支払われる給付費。事業所と言いましてもですね、実際に

は地域包括支援センターのほうに支払われるということになってまいります。それで、４５１ページのですね、

この支払われたものにつきましては、市内で言いますと、塩尻市が直営している中央地域包括支援センターと、

それから北部にできました北部地域包括支援センターに、今の２，６４３万円が支払われる。分けて支払われる

ということになります。それをですね、いわゆるサービス計画をつくる事業者といたしまして、中央地域包括支

援センターでは、そのうち約１，６００万円を中央が計画をつくったということで受け入れをするんですけれど

も、そのうちですね、４５１ページで介護予防ケアプラン作成委託料というのは、中央からですね、さらにケア

プランをつくるケアマネージャーのいる居宅介護支援事業所に、また要支援１、２の方のプランをつくるという

ことで、委託料を下ろした分、それの分が７３２万円余に当たる、そういったことになってございます。 

○委員長 そうしますと、その要支援１、２の対象の方は、同じ対象の方に対して支払われる金額ということで

すか。 

○長寿課長 そのとおりになります。歳出の中でですね、居宅介護予防サービス計画費というのは、保険者とし

て事業者に、介護予防計画をつくった報酬として２，６００万円が支払われてですね、その４５１ページの介護

サービス事業のほうでは、事業者としての中央地域包括支援センターが、それ以外の全く同じものについて、ほ

かの居宅介護支援事業所に委託した部分として７３２万円があると。単価にしても対象にしても全く同じもので

ございます。 
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〔「二重になっている」の声あり〕 

○長寿課長 今、二重になっているのではないかという声だと思うんですが、塩尻市保険者としてですね、保険

者として要支援１、２の方のプランとして、事業者に２，６００万円の支払いをいたしました。歳入のですね、

４３３ページをごらんいただきますと、約２，６００万円のうちですね、中央地域包括支援センターが立てたプ

ランについて支払われたのが、約１，６００万円余ということになります。それ以外のものは、北部地域包括支

援センターに支払われた。大ざっぱに見て約１，０００万円が北部地域包括支援センターに支払われた。それは

保険者として払ったということになっているものです。保険者として、今度は塩尻市が事業者の部分として見て

いきますと、塩尻市の中央地域包括支援センターは１，６００万円の介護報酬を受けるわけなんですけれども、

自分のところだけではですね、そのプランがつくり切れない。あるいは、市民の方にとってはですね、なじみの

ケアプランをつくる居宅介護支援事業所に要支援１、２のプランをつくってもらいたいという話になってまいり

ますと、そういったところに、今度は逆に中央が委託をするという形になりますので、その費用が７３２万円で

ある。１，６００万円分のプランをつくるうち、７３２万円分については委託料として外に出していると、そう

いうことになります。 

 先ほど鈴木委員の御質問にありました滞納の人数に対します、１０段階に分かれているわけなんですけれども、

低所得とみなされる方の人数なんですが、全体で滞納されてる方が２５７人、ある時点でいらっしゃいまして、

そのうち１３２人ですので、半分をちょっと超えた方くらいがいわゆる低所得とされる方の人数になっておりま

す。 

○鈴木明子委員 それに関連して。そういう、所得がなくて納められないという人の場合、督促とかを行って、

入ってくるようになるのか、それともそれは難しいことなのか、そこら辺はどうですか。 

○長寿課長 介護保険というのはですね、介護保険料を全額免除するということは認めない制度でございまして、

その中でですね、第１段階から１０段階まで細かく分けた中で負担をお願いしているという。ただ、実際に滞納

繰越金についてはですね、なかなか納められないような現状でございまして、督促状をお出しをした時に、この

まま行きますと３割負担になるということを文書、あるいはお話をしながらですね、御説明しながらですね、お

願いをしている。実際に給付制限がかかってですね、慌てて納める方も、納めようとしている方もいるんですけ

ど、実際、給付制限がかかると納めることができないものですから、できるだけその前の段階でお願いしながら

払ってもらうように今努めています。 

○鈴木明子委員 そうすると、給付制限というのは、サービスを受けられなくなるということですか。 

○長寿課長 サービスを受けられなくなるということではなくてですね、本来であれば１割負担でよいところが、

３割の負担を一定の期間お願いをすると。その期間が終了すれば、いわゆる保険料を納めなくてもいいとは言う

わけではないですけども、納めなかった部分についてはもう既に納められないものですから、また一定の期間が

過ぎれば１割負担に戻るということでございます。 

○鈴木明子委員 なかなか命にかかわる問題ですけども、いい対処法というのは、その対策というかとすれば、

払えなくならないように、どこの段階に属するかということの振り分けっていうかもあるでしょうけども、滞納

になって３割負担になって実際には使えなくなったりするというような状況になって、その人によっては、そう

は言っても生存にかかわるような人も出てくるんじゃないかというふうに思うわけだけども、そこまで行く手前
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のところで何か対策というか、考えられないですか。 

○長寿課長 督促状、その都度ですね、お願い、こうなってしまいますよということをお知らせしながらお願い

をしている。今現在、給付停止になっている方は現実にはいらっしゃいません。かつて、昨年度ですね、２人ほ

ど一時的にそういうふうになった方がいらっしゃる。いずれも、私どもはですね、そういうふうにならないよう

に、納めようとしている方が何を優先するか、そういった方はほかの部分も滞納されている方が多いわけなもん

で、何を優先していただくということになるんですけれども、私ども、できるだけ細かく御説明しながら、滞納

部分がたまらないようにお願いをしていく、そういったところでございます。 

○委員長 もう１点、私のほうからお聞きしたいと思います。４３９ページの居宅介護サービス計画給付費につ

いてですが、これはケアマネージャーの方が多分サービス計画を立てるのだと思いますが、これについてケアマ

ネの方が何人ぐらいの計画を立てていらっしゃるか、もしわかりましたらお聞きしたいと思います。 

○長寿課長 ケアマネージャーの数、直ちにはわからないんですけども、延べ件数にいたしますれば、要介護１

から５の方に対する計画、延べ１万９，９５２件。月ごとに立てますので、年間こういった件数になってまいり

ます。 

○委員長 それで、そういった計画を立てるのがケアマネージャーの方の仕事なんですけれど、ケアマネージャ

ーの方、一人当たりの収入額というのは把握していらっしゃいますか。 

○長寿課長 塩尻市に在住している人のプランをですね、何人のケアマネが担当しているかというのは、事業所

につきましては市内、市外ございますので、ちょっと今直ちにここで正直わからないというのが現状でございま

す。また、ケアマネ一人がですね、どれだけの給料をもらっているのか、市もちょっと把握しかねているところ

でございまして、ただケアマネ一人が立てることができるプランということにつきましては、要介護１から５ま

でですと、特に減算がされなければ３５件、それに要支援１、２が８件、そういった件数の中でおのおのの事業

所は事業をされている。そういうふうに考えております。 

○委員長 そうしますと、ここに金額が載っていますが、計画給付費ということで。人数はちょっと把握はでき

ないけど、全体の給付費の予算を立てた金額ということですか。 

○長寿課長 人数は把握できないんですけれども、要介護１から５に対するですね、プランを立てたことに対し

まして、総額で１億７，３１５万円余が支払いをされたということになります。 

○委員長 ほかにございますか。なければ、採決を行います。議案第７号については、原案のとおり認めること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第７号については全員一致をもって認定すべきものと決しました。それでは、

次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２７号 塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

○委員長 議案第２７号塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。そ

れでは、説明を求めます。 

○福祉課長 それでは、追加の議案集をお願いしたいと思います。そこのちょうど開いていただいたところにあ
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るかと思うんですけども、塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてお願いしたい

と思います。あわせまして議案関係資料、隣のページですけれども、８ページをごらんいただきたいと思います。

説明につきましては、この議案関係資料に基づいて説明をさせていただきます。この条例ですけども、自然災害

によりまして死亡した市民の遺族に、生計を主とする者、世帯主と思うんですけども、には５００万円、その他

の者には２５０万円を災害弔慰金として支給し、また、自然災害により障害を受けた市民には、生計を主とする

者については２５０万円、その他の場合は１２５万円の災害の障害見舞金ということで支給しまして、生活の安

定を図るものというものでございます。 

 それでは、提案理由からお願いいたしたいと思います。これは、平成２３年７月２９日に災害弔慰金の支給に

関する法律の一部が改正されたことに伴い、必要な改正を行うものです。内容につきましては、災害弔慰金を支

給する遺族の範囲に、死亡者の死亡当時における兄弟姉妹を加えたものです。 

 条例の施行等につきましては、公布の日から施行されます。 

 ２ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の第４条の

遺族の範囲として、死亡者の死亡当時における配偶者と父母、孫又は祖父母のいずれもが生存しない場合にあっ

ては、死亡当時同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に対して弔慰金を、ということで、今までは配偶者と父

母、孫、祖父母だったところに、同居を要件としまして兄弟姉妹ということになります。以上です。 

○委員長 それでは、説明を受けましたので質疑を行います。委員より御質問ありましたらお願いします。特に

ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 特に御意見、質問がありませんので、それでは採決を行います。議案第２７号につきましては、原案

のとおり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２７号につきましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。そ

れでは、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１７号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

○委員長 議案第１７号人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。説明を求めます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは議案第１７号人権擁護委員の候補者の推薦についてお願いします。議案関

係資料の４０ページをごらんいただきたいと思います。 

 提案理由でございます。人権擁護委員の候補の推薦について、人権擁護法第６条第３項の規定により議会の意

見を求めるものでございます。 

 概要につきましては、委員１０人のうち、小島マキ子氏、加藤忠重氏及び松川義英氏の３氏が平成２３年１２

月３１日に任期満了となることに伴いまして、再び次の３氏を適任者と認め、推薦しようとするものです。児島

マキ子氏、再任、加藤忠重氏、再任、松川義英氏、再任でございます。 

 略歴につきましては、資料４１、４２、４３ページに、この３氏の略歴が添付されております。以上です。 

○委員長 それでは、説明を受けましたので質疑を行います。委員より質問ありましたらお願いいたします。 
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○副委員長 今回３人の方は再任ですけど、１０人のうちで再任だったり、新任だったりという比率はどうなっ

ているんでしょうか。今７人いらっしゃる方で、まだ１回目の新任の方というのは、何人くらいいらっしゃるか。

新任だったという方、何人ですか。 

○男女共同参画・人権課長 小島マキ子さんが３期目になります。あと、加藤さん、松川さんが２期目になりま

して、３人とも再任ということですけども。１０人のうちですね、今現在、一番新しく入られた方が、この加藤

さんと松川さん。ほかの方たちにつきましては、２期目以上の方たちが務めていらっしゃるという形でございま

す。 

○副委員長 多い方は、何期ぐらい務めていらっしゃいますか。 

○男女共同参画・人権課長 係長から。 

○人権係長 では、今御質問のあった一番、何期務めたか。 

○副委員長 何回もされる方は、何期ぐらい務めてらっしゃるか、一番多い方で。 

○人権係長 今現在、一番多い方は４期でございます。 

○副委員長 新任の方とかにかわらないのは、何か理由がありますか。 

○男女共同参画・人権課長 各地区１０地区から、それぞれ地区の役員の人たち、区長さん等役員の方たちが御

相談されて選任してきているわけなんですけども。特にですね、この方たちについて再任においても十分まだ擁

護委員の職務を遂行させていただくということで問題がないということで、御本人の方たちにも御了解をいただ

いて選んできているわけなんですけども。 

○委員長 ほかにございますか。ないようですので、採決を行います。議案第１７号については、原案のとおり

認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１７号につきましては、全員一致をもって同意すべきものと決しました。次

に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１９号 平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第２号）中 歳出３款民生費、１０款教育費 

○委員長 議案第１９号中、歳出３款民生費、１０款教育費についてを議題といたします。それでは、説明を求

めます。 

○長寿課長 そうしましたら、お手元の一般会計補正予算（第２号）の１６、１７ページをお願いをいたします。

３款民生費１項社会福祉費３目老人福祉費の説明欄、社会福祉センター運営事業２１万円の増額をお願いするも

のでございます。この内容につきましては、社会福祉センターの送迎用のバスが、平成６年に購入をし１７年経

過しているわけでございますけれども、車検に際し、当初予定したよりも多くの修繕箇所が必要となりましたこ

とで、車両修繕料２０万円、それから、車検に伴います重量税の増額１万円の補正をお願いするものでございま

す。この車両重量税の１万円につきましては、当初予算に５万円と予算化すべきところであったところを４万円

の見積りをしてしまいまして不足となってしまったことで、まことに申しわけなく思っております。 

 それから次に、５目介護保険事務費の８，０００円の増額補正でございますが、こちらにつきましては、介護

保険事業特別会計の補正予算にかかわる一般会計からの繰出金の補正でございまして、内容につきましては、介
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護保険事業会計の当初予算で御説明申し上げます。 

○教育総務課長 それでは、同じく資料２２、２３ページをお願いいたします。１０款教育費中、３目給食施設

費、備品購入費７８万３，０００円の増額をお願いするものでございます。５月に楢川給食センターの業務用冷

蔵庫が故障をいたしまして、緊急でありましたものですから当初予算の中で対応させていただきました。当初予

算で購入予定でございます、広丘小のスチームコンベクションオーブンの購入費が不足するものでありますので、

９月で補正をお願いするものでございます。 

 それから、次の中学校費の１目学校管理費、外国語指導助手報酬１２万１，０００円と、自治体国際化協会負

担金２０万円をお願いするものでございますが、４月中途から塩尻中学校のＡＬＴが交代をいたしまして、同じ

国際化協会からニュージーランドの女性のＡＬＴが配属になりました。これに伴います報酬と渡航費用の負担金

２０万円をお願いするものでございます。 

○社会教育課長 続きまして、５項社会教育費１目社会教育総務費、負担金補助及び交付金を１，１１４万９，

０００円増額するものです。内容につきましては公共施設等建設事業補助金でございまして、これは、各区の公

民館の改修補助金でございます。今回の東日本大震災を受けまして、各区でもって区民の不安解消のために、区

が管理する公民館につきましての耐震診断、耐震補強を早急に実施し、避難施設とすることに対しての補助金を

交付するものでございます。耐震診断につきましては、桔梗ヶ原公民館１館。桔梗ヶ原公民館については５４９

平方メートルでございます。その耐震診断についてが５４万９，０００円です。それから耐震補強につきまして

は、平出公民館、桔梗ヶ原公民館の２館でございます。平出公民館については３７１平方メートルでございます。

それぞれ５３０万円となります。５３０万円については、上限限度額になりますので、それぞれ上限限度額で予

算計上させていただきました。合わせまして１，１１０万９，０００円となります。なお、平出公民館につきま

しては、平成２１年度に耐震診断を実施済みでございます。その結果として耐震補強が必要だという結果が出て

おります。桔梗ヶ原公民館につきましては、耐震診断の結果、必要となれば早急に耐震補強まで実施したいとい

うことでございますので、合わせて計上させていただきましたのでよろしくお願いいたします。 

○体育施設係長 引き続きまして、２４、２５ページをごらんいただきたいと思います。６項保健体育費２目体

育施設費の６１万５，０００円の郵便料の補正につきましては、地域開発特別委員会にて論議いただいておりま

した新体育館建設に関する１万人のアンケートの、当初予算との差額の増額をお願いするものでございます。当

初予算時は２５グラム以内の簡単なアンケートを想定していましたけれども、内容を検討するにつれ、お願い文

書や経過に関する資料が多くなってきまして枚数がふえ、１ランク上の５０グラム以内に単価が上がったため、

料金体制が変わったものの差額と、及びその礼状及び催促状の料金でございます。 

 その下のアンケート調査業務委託料６５万円につきましては、集計、分析、報告書の作成業務を専門業者に委

託しまして、より精度の高い分析を短期間で行うものであります。内容につきましては、データクリーニング、

単純集計、クロス集計、自由記述整理、報告書作成等を行う予定にしております。以上、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたので、民生費、教育費両方に関して質疑を行います。委員より

質問ございますか。 

○金子勝寿委員 ２５ページの体育館のアンケートの委託ですが、全部委託しちゃう感じですよね。封は切るぐ
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らいはするけど、あとは集計から何から。 

○体育施設係長 現在、発送したアンケートが徐々に戻ってきておりますが、私らのほうで封を切りまして、情

報推進課の中にパンチャーさんがおりまして、情報推進課の中の１室にですね、情報推進課が委託するパンチャ

ー、入力する方がいます。そこにとりあえずデータを送り、そこで指示にしたがって番号等を入力します。それ

以降に関しましては、その専門業者のほうに委託をする内容でございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 済みません、私からそのアンケートに関連してですね、なかなか市民の方にアンケートをお願いして

も１００％回収ということは厳しい状況で、先ほど催促状とか礼状ということも説明を受けましたが、目標とし

て何パーセントぐらい回収をしたいというような、めどと言うか、数字がありましたらお願いします。 

○体育施設係長 一応見込みとしましては、４，０００通程度を見込んでおります。以上です。 

○委員長 ほかにございませんか。いいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なしということですので、採決を行います。議案第１９号の福祉教育委員会に付託された案件につき

ましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１９号福祉教育委員会に付託された案件につきましては、全員一致をもって

可決すべきものと決しました。それでは、続けて行います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２１号 平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

○委員長 次、議案第２１号平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきましてを議題

といたします。説明を求めます。 

○長寿課長 それでは、議案第２１号介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を、資料をお願いいたします。

まず１ページ、歳入歳出の予算の総額、第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，６

４６万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４５億１，１０５万４，０００円とするものでご

ざいます。内容につきましては、平成２２年度決算に伴いまして、国庫支出金及び介護給付費交付金等につきま

して精算による返還をするとともに、繰越金の一部を支払準備基金に積み立てるもの等でございます。 

 それでは、歳出から御説明しますので、９、１０ページをお願いをいたします。１款総務費２項介護認定審査

会費の１目認定調査等費の説明欄、認定調査費等諸経費の車両重量税８，０００円の増額でございますが、認定

調査用の車両が７年間のリース期間が満了となり、市所有の車両となったわけでございますけれども、その際の

車検時の車両重量税８，０００円、細かく言いますと７，８６０円、こちらの部分につきまして当初予算に計上

を誤ったものでございまして、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから次の４款諸支出金１項還付金及び償還金２目償還金の説明欄の白丸、償還金でございますが、平成２

２年度決算に伴いまして、介護給付費、地域支援事業費等が確定したことに伴いまして、国及び社会保険診療報

酬支払基金に超過交付分を返還するものでございます。これらにつきましては、事業実施の翌年度に精算による

返還等を行っているものでございます。返還金の合計は４，３４７万２，０００円で、内訳は説明欄にお示しを

してあるとおりであります。 
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 次に、６款基金積立金１項基金積立金１目介護保険支払準備基金積立金の説明欄、基金積立金の１，２９８万

５，０００円でございますが、平成２２年度決算による介護保険事業繰越金６，９９２万９，０００円余のうち、

先ほど、今償還金で申し上げました国支払基金への返還金４，３４７万円余を差し引いた残高から、１，２９８

万円余を支払準備基金として積み立てるものでございます。 

 この歳出に対します歳入につきまして、７、８ページをお願いをいたします。６款繰入金のうち説明欄、事務

費繰入金の８，０００円につきましては、歳出の車両重量税の歳出に対する繰入金でございます。 

 ７款繰越金の１項繰越金１目前年度繰越金、説明欄、保険事業繰越金の５，６４５万７，０００円でございま

すが、介護保険事業会計の繰越金６，９９２万円余のうち、歳出の増額補正に見合う金額を増額補正をするもの

で、その内容でございます。以上が補正予算の概要でございます。 

○委員長 ただいま説明を受けましたので質疑を行います。委員より質問はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、採決を行います。特に質問ありませんので。議案第２１号につきましては、原案のとおり

認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２１号につきましては、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。

ここで１０分間休憩を取ります。 

午後２時１１分 休憩 

      

午後２時２１分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

請願９月第１号 少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関する請願 

請願９月第２号 長野県独自の三十人規模（三十五人）学級の拡大及び定数内臨時採用の解消と県独自の教職員

配置増を求める意見書提出に関する請願 

○委員長 請願の審査を行います。当委員会に付託された請願は、全部で２件であります。請願第１号少人数学

級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関する請願、第２号長野県独自の三十人規模（三十五人）学

級の拡大及び定数内臨時採用の解消と県独自の教職員配置増を求める意見書提出に関する請願について、審査を

いたします。事前に文書表が配付されていますので、朗読を省きたいがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、請願につきまして、紹介議員が見えておりますので、趣旨について２つの請願をあわせて

説明を簡単にお願いいたします。 

○西條富雄議員 お許しをいただきましたので、請願９月第１号及び第２号について、先日の本会議において説

明不足がありまして、大変失礼ですけども、ここで請願の補足説明を簡単にさせていただきます。 

 御案内のとおり、請願９月第１号、第２号につきまして、少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見

書です。第１号は、平成１３年度からの第７次定数改善が終了し、国の学級定数は３５人に引き下げられ、予算
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編成の中で小学校１年生のみの実施になっております。第２号は、国の平成１３年度からの少人数学習として、

４０人学級定員は変わっていません。県独自で学級編成基準を３５人に引き下げ、３０人規模学級を実施しまし

た。平成２１年度より、小学校全学年において県費で実施されるようになりました。平成２３年度より、中学校

１年生まで３５人学級が実施されることになりました。 

第１号につきましては、平成２４年度、国の予算編成につき、どの子にもそれぞれの個性を育み、ゆきとどい

た教育をするために、少人数学級の早期実現や、教職員の定数増を求める意見書を、政府及び関係行政官庁あて

に提出していただきますようお願い申し上げます。 

 第２号につきましては、平成２４年度長野県の予算編成につき、どの子にもゆきとどいた教育をするために、

長野県独自による３０人規模（３５人）学級の中学校全学年への拡大、定数内臨時採用の解消、県独自での教職

員配置増を求める意見書を、長野県知事あてに提出していただきますようお願い申し上げます。 

 塩尻市は先進的に進んでいる部分でありますが、全県的にはまだまだ実現していないところがあり、この請願

は、松塩筑地区教育団体１１団体からの請願であります。次世代を担う子供たちの健やかな成長のためにも、早

期実現できるよう、市議会一致して取り上げていただきますようお願い申し上げます。以上です。 

○委員長 ただいま説明がありましたので審査を行います。委員より質問又は御意見ありましたらお願いします。 

まず、第１号について審査を行います。 

○鈴木明子委員 国はね、非常に遅れていて、小学１年生までというのが３５人学級定員ですね、到達になって

いるんですけども、全国的に各県、地方が頑張っている中でね、ぜひこんなのは実現してほしいと思いますので、

請願を採択して意見書を上げていきたいと思います。 

○委員長 今、鈴木委員より採択ということですかね。 

○鈴木明子委員 はい。 

○委員長 御意見が出されましたが、ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なしですか。それでは、ただいま採択という意見が出ていますが、当委員会の審査結果は、第１号に

つきましては採択ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、請願第１号につきましては、全員一致をもちまして採択とすることに決しました。 

 引き続き第２号について審査を行います。委員より質問、御意見ありましたらお願いします。 

○金子勝寿委員 定数内臨時採用って、いわゆる講師の先生の割合だと思うんですが、市内の小中学校はどのく

らいいるのか。一般的な割合でもいいですから、例えば市内の大きな学校だと、大体２割だとか３割だとか。具

体的な数字まで出してもいいですけど。 

○教育長 長野県の全体が大体今、義務教育で１０％と言われております。今、比較的上がってきている。つま

り１０人に１人、先生がいれば１０人に１人は臨時採用で賄っています。恐らく、産育休補充等を含めると、も

うちょっと多くなると思いますが。塩尻市でも例外ではないので、１０％前後又はそれ以上とかが、臨時採用教

員になります。 

○委員長 ほかに御意見ございますか。なければ、なければと言うか、採択か不採択かということで。 
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○鈴木明子委員 採択したほうがいいと思います。子供たちから見れば、先生はみんな先生ということで、条件

が非常に不安定な中で教育に当たられるということを解消していくのは当然だと思いますし、そういう意味で定

数内臨時採用を限りなくゼロにしていってもらいたいと思っていますので、ぜひ採択をお願いしたいと思います。 

○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ、今、採択という意見が出されていますけれども、当委員会においては採択ということでよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、請願第２号につきましては、全員一致をもちまして採択とすることに決しました。

それで、意見書の提出が要望されていますが、その件に関しては、ではどうしましょうか。 

○中原巳年男委員 提出先、内容については、正副委員長に一任したいと思います。 

○委員長 意見書の提出が求められているものでありますが、一任ということで御意見をいただきましたので、

そのように進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 請願は終わりまして、次、陳情が１件来ておりますので。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

陳情９月第１号 私立高校に対する大幅公費助成をお願いする陳情 

○委員長 次、陳情の審査を行います。当委員会に付託された案件は全部で１件であります。陳情第１号私立高

校に対する大幅公費助成をお願いする陳情について、審査いたします。事前に文書が配付されていますので、朗

読を省きたいがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、審査を行います。委員より質問、また御意見ありましたらお願いいたします。 

○森川雄三委員 これは、毎年採択してるの。 

○委員長 はい、採択、毎年やってます。 

○中原巳年男委員 他市の状況はわかる。 

○委員長 じゃあ、他市の状況を事務局からお願いします。 

○庶務係長 過去１年以内の塩尻市を除いた陳情の状況ですけど、受理が６市ありまして、採択５市、不採択１

市となっております。 

○鈴木明子委員 ６市で。 

○庶務係長 受理されたのが６市で、採択が５市されまして、不採択が１市。 

○金子勝寿委員 不採択はどこ。 

○庶務係長 茅野市です。 

○森川雄三委員 茅野市がそうなの。珍しいな。 

○永田公由委員 塩尻市は採択で。 

○委員長 じゃあ、塩尻市は採択でよろしいですか。 

 今、採択という意見が出されていますので、当委員会の審査結果は採択ということで、陳情第１号につきまし
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ては、全員一致をもちまして採択とすることに決しました。これも意見書の提出が求められていますが、どのよ

うにしたらよろしいでしょうか。 

〔「お任せします」の声あり〕 

○委員長 正副委員長一任ということで御意見いただきましたので、そのように進めさせていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 ここで、当委員会に付託されたすべての案件につきましては審査を終わることになりますが、何か、特にござ

いませんかね、その他。それでは、市長部局のほうから。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

○福祉事業部長 市議会閉会中の継続審査についてお願いいたします。議会閉会中におきましても福祉、教育、

生涯学習及び市民交流センター行政に関する事項について、継続して審査をしていただきますようにお願いいた

します。 

○委員長 ただいま継続審査の申し出がありましたが、これについて御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

以上で当委員会に付託された案件の審査を終了しました。なお、当委員会の審査結果報告書及び委員長報告の

案文につきましては、委員長に御一任願いたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのようにいたします。それでは、理事者からあいさつがあればお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○副市長 一言御礼を申し上げたいと存じます。２日間にわたりまして、大変お忙しい中、決算を初め、数々の

議案を御提案を申し上げましたけれども、いずれも原案どおりお認めいただきまして大変ありがとうございまし

た。御審査の中でいただきました御意見、御要望、御提案等につきましては、これからの行政を進めていく中で

しっかり生かしてまいりたいというふうに考えております。本当にどうもありがとうございました。 

○委員長 以上をもちまして９月定例会福祉教育委員会を閉会いたします。御協力ありがとうございました。 

午後２時３５分 閉会 
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